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明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
（
二
）手

塚

七
二
　
　
（
一
五
七
〇
）

豊

一
　
は
し
が
き

二
　
各
不
敬
罪
事
件

○
森
田
馬
太
郎
事
件

○
下
山
田
正
道
事
件

○
下
山
田
正
道
事
件

○
阪
崎
賦
事
件
　
O
大
庭
成
章
事
件
…
…
以
上
前
号

○
横
田
永
次
事
件
　
○
前
島
専
平
事
件
以
上
本
号

　
明
治
十
五
年
四
月
一
日
、
岡
山
日
日
新
聞
所
載
の
雑
録
「
猛
獣
ノ
話
」
　
（
浅

口
郡
木
訥
生
寄
書
）
の
内
容
が
．
不
敬
に
わ
た
り
且
つ
政
府
を
変
壊
す
る
論
と
み

な
さ
れ
、
同
新
聞
の
編
集
人
下
山
田
正
道
が
不
敬
罪
と
新
聞
紙
条
例
違
反
に
間

わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
同
時
に
、
同
年
三
月
二
十
九
日
、
岡
山
毎
日
新
聞
所
載

の
雑
録
「
官
費
ノ
脱
走
」
（
津
山
多
礼
太
郎
投
書
）
が
、
参
議
伊
藤
博
文
の
職
務
を

侮
唇
し
た
も
の
と
し
、
下
山
田
は
官
吏
侮
辱
罪
に
も
間
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
岡
山
日
日
新
聞
は
、
岡
山
毎
日
新
聞
の
「
身
代
り
新
聞
」
で
あ
る
か
ら
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

山
田
が
両
者
の
編
集
人
を
兼
ね
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
問
題
に
な
つ
た
両

新
聞
共
に
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
現
在
は
ど
こ
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
そ
れ
ら
投
書
の
内
容
も
、
後
掲
判
決
書
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
断

片
以
外
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
明
治
十
五
年
四
月
十
一
日
、
岡
山
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
、
こ
の
事
件
の
判

決
言
渡
が
あ
つ
た
。
裁
判
長
は
判
事
補
嶋
田
栄
次
郎
、
立
会
検
察
官
は
検
事
友

野
信
平
で
あ
る
。
事
件
発
生
の
後
ち
わ
ず
か
十
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
期

間
の
余
り
に
も
短
い
こ
と
並
に
後
掲
判
決
書
の
中
に
「
予
審
云
々
」
の
記
載
が

み
え
て
い
な
い
点
か
ら
推
察
す
る
と
、
検
事
は
、
事
件
を
現
行
犯
と
し
て
取
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
、
予
審
を
省
略
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
論
鐸
舷
鱒
）
。

　
こ
の
事
件
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
後
、
新
聞
記
事
に
よ
る
最
初
の
不
敬

罪
事
件
で
あ
つ
た
こ
と
と
て
、
一
部
の
新
聞
に
は
か
な
り
の
反
響
を
及
ぼ
し
た

よ
う
で
あ
る
．
裁
判
の
後
ち
、
地
元
の
山
陽
新
聞
が
、
四
月
十
三
日
の
紙
上
に

判
決
の
全
文
を
掲
載
し
た
の
は
当
然
と
し
て
も
、
静
岡
の
画
右
日
報
の
ご
と
き

は
四
月
二
十
五
目
の
紙
上
に
判
決
書
を
載
せ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
同
月
二
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

日
の
社
説
「
岡
山
県
警
察
官
ノ
挙
動
二
疑
ア
リ
」
の
中
で
、
こ
の
下
山
田
事
件



に
言
及
し
、

　
　
実
二
吾
人
日
本
国
民
タ
ル
モ
ノ
ノ
言
フ
ニ
忍
ビ
ザ
ル
所
ノ
モ
ノ
ヲ
、
新
聞

　
紙
上
二
登
録
シ
テ
之
ヲ
世
二
公
ニ
シ
、
刑
法
第
百
十
七
条
二
依
リ
テ
罰
セ
ラ

　
レ
タ
ル
ナ
リ
。
抑
モ
吾
人
日
本
国
民
タ
ル
モ
ノ
誰
力
此
ノ
般
ノ
罪
ヲ
犯
ス
可

　
ン
ヤ
、
固
ヨ
リ
法
律
ハ
何
レ
ノ
条
二
限
ラ
ズ
、
吾
人
ハ
之
レ
ヲ
遵
奉
シ
テ
以

　
テ
犯
ス
可
キ
者
ナ
ラ
ネ
ト
モ
、
殊
二
皇
室
二
関
ス
ル
ノ
罪
ハ
犯
サ
ン
ト
欲
ス

　
ル
モ
吾
人
国
民
タ
ル
モ
ノ
ノ
犯
ス
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
．
然
ル
ニ
此
ノ
罪

　
ヲ
犯
シ
タ
ル
ハ
吾
人
ノ
実
二
慨
嘆
二
堪
ヘ
ザ
ル
所
ナ
リ
。

　
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
同
日
の
「
謁
録
」
の
中
で
も
．
こ
の
事
件
を
採
り
あ

げ
て
、

　
　
岡
山
日
日
新
聞
記
者
の
如
き
大
罪
人
を
現
は
す
に
至
り
し
は
実
に
不
届
千

　
万
…
…
余
輩
同
胞
が
民
権
自
由
を
首
張
す
る
は
、
我
が
至
尊
を
し
て
万
国
に

　
比
類
な
き
宏
図
を
開
か
せ
給
は
ん
事
を
熱
望
す
れ
ば
な
り
－
…
世
間
の
民
権

　
自
由
者
が
追
々
増
長
し
て
東
西
に
此
の
如
き
不
届
者
輩
出
せ
ば
…
…
寧
ろ
死

　
生
を
以
て
是
等
偽
民
権
家
と
戦
か
は
ん
と
す
。
…
…
第
百
十
七
条
は
筆
之
を

　
記
す
べ
か
ら
ず
、
ロ
之
を
言
ふ
可
ら
ず
、
否
方
寸
の
内
亦
之
を
蓄
ふ
可
ら
ざ

　
る
者
な
り
。
憤
悶
の
情
に
堪
ず
、
不
届
千
万
の
説
を
作
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
主
張
し
た
．
改
進
党
系
を
標
榜
す
る
同
紙
と
し
て
は
、
当
然
の
批
判
で
あ

つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
他
の
新
聞
で
は
、
と
く
に
社
説
に
ま
で
そ
れ
を
論
じ
た
も
の
は
、
み
い

だ
し
え
な
い
が
、
事
件
そ
の
も
の
は
、
各
地
の
新
聞
が
報
道
し
て
い
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ば
、
次
の
四
月
二
十
日
、
郵
便
報
知
新
聞
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
岡
山
日
目
新
聞
編
集
長
下
山
田
正
道
は
、
去
月
二
十
九
目
刊
行
の
雑
報
欄

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
内
へ
官
費
の
脱
走
と
題
し
、
又
本
月
一
目
刊
行
の
同
欄
内
へ
猛
獣
の
話
と
題

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
し
て
掲
げ
た
る
二
篇
は
、
伊
藤
参
議
洋
行
の
職
務
に
対
し
て
侮
辱
し
及
び
天

　
皇
陛
下
に
対
し
不
敬
を
加
へ
た
る
も
の
な
り
と
の
検
察
官
の
公
訴
に
依
り
、

　
岡
山
裁
判
所
に
て
審
問
の
末
、
去
る
十
一
日
、
刑
法
第
百
十
七
条
に
拠
り
重

　
禁
鋼
一
年
に
処
し
、
罰
金
二
百
円
を
附
加
す
る
旨
申
渡
さ
れ
た
り
。

　
こ
の
記
事
の
量
刑
に
は
、
「
監
視
十
ヶ
月
」
が
ぬ
け
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
生
ん
だ
問
題
の
新
聞
記
事
を
、
判
決
書
か
ら
拾

つ
て
み
る
と
、
先
ず
不
敬
罪
と
認
定
さ
れ
た
個
所
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
撒
謁

蝋
撒
）
．

　
　
或
ル
山
奥
二
一
頭
ノ
猛
獣
棲
ミ
居
ケ
リ
。
比
ノ
獣
ハ
其
力
ノ
猛
ケ
ク
荒
キ

　
事
、
山
中
二
冠
タ
リ
．
故
二
一
山
ノ
獣
王
タ
ル
コ
ト
殆
ン
ド
ニ
千
五
百
有
余

　
年
ニ
シ
テ
、
其
子
孫
連
綿
ト
シ
テ
百
十
余
代
迄
モ
伝
ハ
レ
リ
ト
カ
ヤ
…
…
辛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
抱
強
キ
細
獣
モ
最
早
耐
へ
兼
テ
…
－
各
其
志
ヲ
合
セ
カ
ヲ
全
フ
シ
テ
此
獣
制

　
府
二
抗
敵
セ
ン
ト
ス
、
其
数
三
千
五
百
人
云
々
。

　
こ
の
記
事
は
、
天
皇
を
調
刺
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
、
不
敬
罪
に
該
る
と
さ

れ
た
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
他
方
「
政
府
ヲ
変
壊
セ
ソ
ト
ス
ル
論
」
を
紙
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
掲
げ
た
も
の
と
し
、
新
聞
紙
条
例
第
二
二
条
違
反
と
も
み
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
（
鞭
醜
翻
か
構
￥
　
ま
た
、
伊
藤
参
議
の
職
務
を
侮
唇
し
た
と
み
な
さ
れ
た
点

は
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
今
絃
二
一
疋
ノ
官
費
ヲ
以
テ
脱
走
シ
タ
ル
妖
物
ア
リ
・
　
兼
テ
此
妖
物
ハ

　
利
ロ
ナ
ル
奴
原
ニ
テ
、
随
分
内
二
居
テ
ハ
言
フ
コ
ト
モ
通
ル
…
…
奴
原
ナ
レ

　
バ
、
人
々
ハ
此
奴
ハ
早
ク
打
倒
セ
、
殴
キ
殺
セ
ト
言
フ
程
ナ
リ
シ
ガ
、
自
分

　
ニ
モ
些
ト
ハ
怖
シ
ク
ナ
耽
シ
モ
ノ
ト
見
へ
、
此
頃
大
数
ノ
旅
費
ヲ
奪
タ
ノ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
一
五
七
一
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
与
ヘ
ラ
レ
タ
カ
…
　
金
貨
六
百
十
四
円
、
銀
貨
力
千
二
百
五
十
一
円
、
洋
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
二
千
三
百
九
弗
、
此
レ
ガ
遁
ケ
出
シ
タ
親
玉
ノ
旅
費
ニ
シ
テ
、
其
友
廻
リ
ノ

　
脱
走
入
用
ハ
金
貨
二
千
三
百
二
六
円
五
十
銭
、
銀
貨
四
万
五
千
九
百
三
十
一

　
円
五
十
銭
、
洋
銀
壱
万
千
七
百
八
十
一
弗
ナ
リ
ト
。
ナ
ン
ト
驚
ク
ベ
キ
大
惣

　
ノ
員
数
ナ
ラ
ズ
ヤ
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
こ
に
で
て
い
る
金
額
が
、
先
き
に
岡
山
毎
日
新
聞
第
六
八
号
が
報
道
し
た

伊
藤
参
議
の
渡
欧
費
用
の
そ
れ
と
わ
ず
か
「
拾
銭
」
の
差
が
あ
つ
た
に
す
ぎ
な

い
の
で
、
こ
の
記
事
は
伊
藤
参
議
の
外
遊
を
侮
唇
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
（
鞭
馨
蘇
）
．

　
下
山
田
は
「
其
官
費
ノ
脱
走
云
々
ハ
之
レ
全
ク
伊
藤
参
議
ノ
職
二
対
シ
侮
辱

シ
タ
ル
者
二
非
ス
。
只
、
津
山
多
礼
太
郎
ノ
投
書
二
因
」
つ
た
も
の
に
す
ぎ

ず
。
ま
た
「
猛
獣
ノ
話
云
々
ハ
浅
口
郡
木
訥
生
寄
書
二
因
リ
、
世
間
通
常
ノ
戯

談
雑
話
ヲ
戴
セ
タ
ル
ニ
止
リ
、
敢
テ
天
皇
二
対
ス
ル
ノ
意
旨
ア
ル
ニ
非
サ
ル

旨
」
を
「
反
覆
弁
護
」
し
た
が
（
鞭
漏
翻
狭
購
）
、
裁
判
所
は
そ
の
弁
解
を
う
け
入

れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
下
山
田
の
弁
解
に
も
あ
る
ご
と
く
、
問
題
に
な
つ
た
二
つ
の
記
事
は
、
い
ず

れ
も
投
書
者
の
寄
書
で
あ
つ
て
下
山
田
の
執
筆
し
た
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
警
察
あ
る
い
は
検
察
官
が
、
編
集
人
で
あ
る
下
山
田
だ
け
を
追
求

し
、
執
筆
者
を
全
く
不
間
に
附
し
て
い
る
点
は
、
当
時
の
法
律
か
ら
み
て
も
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）
（
n
）

問
が
あ
る
。
否
、
宴
に
片
手
落
の
措
置
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
判
決
は
下
山
田
に
対
し
、
刑
法
第
一
一
七
条
の
不
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

罪
、
第
一
四
一
条
の
官
吏
侮
辱
罪
、
そ
れ
に
新
聞
紙
条
例
第
一
三
条
を
併
せ
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

用
、
刑
法
第
一
〇
〇
条
の
「
数
罪
倶
発
」
に
よ
り
、
そ
の
中
の
も
つ
と
も
重
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
（
一
五
七
二
）

一
罪
の
不
敬
罪
の
み
で
量
刑
を
定
め
、
前
述
の
ご
と
く
重
禁
鋼
一
年
、
罰
金
二

百
円
加
う
る
に
監
視
十
月
の
刑
を
言
渡
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
判
決
に
も
法
律
適
用
の
誤
り
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

聞
紙
条
例
違
反
は
「
数
罪
倶
発
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス
」
（
棚
齢
計
梱
辮
鮒
仁
調
駝
鮒
皿
知
）
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
不
敬
罪
と
官
吏
侮
辱
罪
は

共
に
刑
法
上
の
罪
で
あ
る
か
ら
「
数
罪
倶
発
」
で
、
そ
の
重
き
一
罪
の
不
敬
罪

の
み
で
量
刑
を
定
め
る
の
は
妥
当
で
あ
る
が
、
新
聞
紙
条
例
第
二
二
条
違
反
の

方
は
、
そ
れ
だ
け
で
別
個
の
量
刑
を
定
む
べ
き
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
量

刑
が
併
科
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
判
決
が
、
不
敬
罪
、
官
吏

侮
辱
罪
そ
し
て
新
聞
紙
条
例
違
反
の
罪
を
す
べ
て
「
数
罪
倶
発
」
に
取
扱
つ
た

の
は
、
裁
判
官
が
前
掲
明
治
十
四
年
太
政
官
布
告
第
七
二
号
の
規
定
を
見
落

し
、
被
告
に
対
し
て
は
有
利
の
方
向
で
、
法
律
適
用
の
錯
誤
を
犯
し
た
も
の
と

い
え
る
。

　
こ
の
種
の
錯
誤
は
、
当
時
の
他
の
不
敬
罪
事
件
の
第
一
審
判
決
に
つ
い
て

も
、
い
く
た
び
か
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
後
掲
横
田
永
次
事
件
、
鶴
見
由
次
郎

事
件
、
門
野
又
造
事
件
等
参
看
）
．
明
治
十
五
年
刑
法
は
、
わ
が
国
最
初
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
式
刑
法
典
で
あ
り
、
そ
の
施
行
当
初
の
頃
、
そ
れ
ま
で
律
系
統
の
刑
法

（
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
）
の
み
に
な
じ
ん
で
き
た
司
法
官
が
、
新
刑
法
の
運
用
に

と
ま
ど
つ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
．
そ
う
し
た
司
法
官
の
昏
迷
に
は
同

情
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
余
り
に
も
初
歩
的

な
法
律
適
用
の
錯
誤
が
、
各
地
の
裁
判
所
の
判
決
の
中
に
頻
発
し
て
い
る
こ
と

は
、
当
時
の
下
級
裁
判
所
の
判
検
事
の
中
に
は
、
法
律
的
知
識
と
素
養
の
か
な

り
低
い
者
が
相
当
数
在
職
し
て
い
た
証
拠
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



　
と
こ
ろ
で
、
下
山
田
は
こ
の
第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
上
告
、
身
柄
は
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
仏

五
十
円
の
保
釈
金
を
積
ん
で
釈
放
さ
れ
た
．
上
告
理
由
は
、
不
敬
罪
の
件
、
官

吏
侮
辱
の
件
い
ず
れ
も
事
実
認
定
に
対
す
る
異
議
の
申
立
で
あ
り
、
ま
た
新
聞

紙
条
例
違
反
の
件
は
、
「
獣
政
府
に
抗
敵
」
と
い
う
の
み
で
は
「
政
府
の
変
壊
」

で
は
な
い
と
い
う
論
旨
で
、
こ
れ
ま
た
同
様
で
あ
つ
た
（
綴
鵬
翫
鋸
鰭
）
．
大
審
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
は
、
事
実
関
係
の
問
題
は
上
告
理
由
と
し
て
採
り
あ
げ
な
い
か
ら
、
下
山
田

の
上
告
理
由
で
は
、
被
告
側
の
敗
訴
は
最
初
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
否
、
前
に

述
べ
た
第
一
審
判
決
に
お
け
る
法
律
適
用
の
錯
誤
が
、
上
告
を
契
機
と
し
て
大

審
院
で
是
正
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
上
告
は
却
つ
て
被
告
側
に
不
利
益
に
な
る
こ

と
に
、
下
山
田
は
気
が
付
か
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
審
の
担
当
検
察

官
も
「
擬
律
ノ
錯
誤
」
を
理
由
に
上
告
す
べ
き
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
点
を
み
の
が
し
て
い
る
か
ら
．
被
告
側
が
そ
れ
に
留
意
し
な
か
つ
た
の

は
、
蓋
し
止
む
を
え
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
果
せ
る
哉
、
大
審
院
で
は
、
被
告
側
の
上
告
理
由
は
す
べ
て
「
事
実
判
定
上

二
対
シ
徒
ラ
ニ
不
服
ヲ
唱
へ
、
覆
審
ヲ
求
ム
ル
ニ
過
キ
」
ず
と
さ
れ
て
斥
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

れ
、
逆
に
大
審
院
検
事
の
附
帯
上
告
に
よ
り
、
第
一
審
判
決
が
新
聞
紙
条
例
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

反
を
も
「
数
罪
倶
発
」
に
取
扱
つ
た
点
が
破
鍛
さ
れ
、
あ
ら
た
に
新
聞
紙
条
例

第
二
二
条
違
反
の
件
で
軽
禁
銅
三
年
が
宣
告
さ
れ
、
そ
れ
と
不
敬
罪
の
刑
と
が

併
科
さ
れ
る
結
果
に
な
つ
た
（
綴
鵬
鍬
鋸
鰭
）
．
上
告
の
結
果
、
被
告
の
刑
は
却
つ

て
重
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
判
決
言
渡
は
、
上
告
後
一
年
五
ヵ
月
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

異
例
の
長
期
間
を
経
た
明
治
十
六
年
九
月
二
十
五
目
で
あ
つ
た
。

　
下
山
田
正
道
は
、
上
告
中
の
明
治
十
五
年
七
月
、
岡
山
毎
日
新
聞
社
の
身
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

り
に
伴
い
、
退
職
L
た
と
い
う
が
、
彼
の
経
歴
に
つ
き
、
私
は
ほ
と
ん
ど
知
る

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

と
こ
ろ
が
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を
乞
い
た
い
。

（
1
）
宮
武
外
骨
氏
に
よ
る
と
「
明
治
十
五
年
の
春
頃
よ
り
、
備
前
の
自
由
党
員
が
岡

山
で
発
行
し
た
『
岡
山
毎
日
新
聞
』
と
い
ふ
の
は
、
反
政
府
論
を
掲
出
せ
し
た
め
度

　
々
発
行
停
止
の
行
政
処
分
に
逢
つ
た
の
で
、
別
に
『
岡
山
日
日
新
聞
』
と
い
ふ
の
を

願
出
し
て
許
可
を
得
て
置
き
、
其
停
止
中
の
代
用
に
発
行
す
る
事
に
し
て
居
た
」

　
（
「
明
治
筆
禍
史
資
料
・
八
」
・
新
旧
時
代
第
一
年
八
冊
・
大
正
十
四
年
．
二
九
頁
）

　
と
い
わ
れ
て
い
る
。
発
行
停
止
の
処
分
を
う
け
た
場
合
、
予
め
そ
れ
に
備
え
て
認
可

　
を
う
け
て
い
る
代
用
新
聞
を
発
行
し
た
例
は
、
他
の
新
聞
社
に
も
あ
り
、
と
く
に
高

知
新
聞
社
に
お
け
る
高
知
新
聞
と
土
陽
新
聞
の
関
係
は
著
名
で
あ
る
（
中
島
及
「
高

知
県
新
聞
史
」
・
「
地
方
別
日
本
新
聞
史
」
・
昭
和
三
十
一
年
・
四
二
七
頁
以
下
、
な

　
お
、
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
7
・
本
誌
前
号
七
六
頁
参
照
）
。

　
　
な
お
、
郡
山
辰
巳
氏
の
「
岡
山
県
新
聞
史
」
に
よ
る
と
、
岡
山
毎
日
の
創
刊
を

　
「
明
治
十
五
年
七
月
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
（
前
掲
地
方
別
新
聞
史
・
三
六
六
頁
）
、

　
下
山
田
の
筆
禍
事
件
を
お
こ
し
た
同
紙
は
「
明
治
十
五
年
三
月
廿
九
日
刊
行
第
七
十

　
八
号
」
　
（
後
掲
第
一
審
判
決
書
参
照
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
日
刊
で
あ
つ
た
と

　
し
て
逆
算
す
る
と
、
同
紙
の
創
刊
は
十
五
年
一
月
初
め
の
筈
で
あ
る
。
因
み
に
東
大

　
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
編
「
新
聞
雑
誌
創
刊
年
表
」
に
よ
る
と
、
同
紙
の
創
刊
は
「
十

　
五
年
二
月
」
と
な
つ
て
い
る
（
「
東
天
紅
・
全
」
・
附
録
二
六
頁
）
．

　
　
さ
ら
に
、
岡
山
の
郷
土
史
家
岡
長
平
氏
の
岡
山
地
方
に
お
け
る
「
新
聞
雑
誌
の
研

　
究
」
に
よ
る
と
、
岡
山
毎
日
は
十
四
年
六
月
二
十
八
日
に
こ
枚
五
厘
、
一
ケ
月
四

　
銭
八
厘
」
で
創
刊
さ
れ
た
と
し
て
お
ら
れ
る
（
「
岡
山
盛
衰
記
」
・
昭
和
十
二
年
・
七

　
二
頁
）
。
十
四
年
六
月
に
創
刊
さ
れ
た
が
、
発
行
停
止
が
相
次
ぎ
、
翌
十
五
年
三
月

　
二
十
九
日
に
よ
う
や
く
第
七
十
八
号
を
発
行
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
同
紙
の
創
刊

　
日
は
疑
問
と
し
て
お
く
。

　
　
ま
た
、
岡
山
日
日
新
聞
に
つ
い
て
、
岡
氏
は
「
『
岡
山
毎
日
新
聞
』
と
同
型
同
内

　
容
、
詮
り
、
停
止
を
喰
つ
た
の
で
、
新
し
く
二
月
廿
四
日
（
明
治
十
五
年
i
手
塚

七
五
　
　
（
一
五
七
三
）



明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
註
）
に
更
衣
し
た
理
で
あ
る
。
だ
が
、
即
日
停
止
、
や
つ
と
許
さ
れ
て
二
号
を
四
月

　
八
日
に
発
行
す
る
と
、
こ
れ
ま
た
停
止
、
同
時
に
編
輯
長
下
山
正
道
は
重
禁
鋼
一

　
ケ
年
、
罰
金
弐
百
円
を
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
、
直
ち
に
廃
刊
、
怨
恨
は
深
し
、
た
つ

　
た
二
号
新
聞
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
書
・
八
一
頁
）
。
し
か
し
、
筆
禍
事
件

　
が
お
き
た
の
は
「
明
治
十
五
年
四
月
一
日
岡
山
日
日
新
聞
第
四
号
」
（
後
掲
第
一
審

　
判
決
書
参
照
）
で
あ
る
か
ら
、
岡
氏
の
説
明
に
は
疑
問
が
あ
る
。
「
下
山
正
道
」
は
、

　
い
5
ま
で
も
な
く
下
山
田
正
道
の
誤
り
で
あ
る
。

（
2
）
新
聞
紙
条
例
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
処
分
を
予
想
し
、
名
目
的
た
編
集
人
を
立

　
て
る
こ
と
は
、
当
時
多
く
の
新
聞
社
が
採
つ
て
い
た
常
套
手
段
で
あ
つ
た
．
す
な
わ

　
ち
編
集
人
の
地
位
の
形
骸
化
、
「
わ
ら
人
形
化
」
で
あ
る
　
（
奥
平
康
弘
「
日
本
出
版

　
警
察
法
制
の
歴
史
的
研
究
序
説
・
5
」
・
法
律
時
報
昭
和
四
十
二
年
八
月
号
・
七
八

　
頁
）
。
満
二
十
歳
に
達
し
た
ば
か
り
の
下
山
田
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
編
集
人
で

　
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
1
5
・
本
誌
前
号
七
七
頁
参
照
．

（
4
）
　
当
時
の
岡
山
県
で
は
、
県
令
高
崎
五
六
が
警
察
を
通
じ
て
、
自
由
民
権
運
動
家

　
の
新
聞
、
集
会
に
は
げ
し
い
弾
圧
を
行
い
、
こ
の
こ
と
は
全
国
的
に
著
名
で
あ
つ

　
た
。
こ
の
函
右
日
報
の
社
説
は
、
そ
う
し
た
取
締
り
の
行
ぎ
過
ぎ
を
非
難
し
た
も
の

　
で
あ
る
。

（
5
）
萩
田
梢
村
「
静
岡
県
新
聞
史
」
・
前
掲
地
方
別
新
聞
史
・
二
四
八
頁
．

（
6
）
　
明
治
十
五
年
四
月
二
十
日
・
朝
野
新
聞
、
四
月
二
十
二
日
・
茨
城
日
日
新
聞
の

　
記
事
も
、
こ
れ
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
四
月
十
四
日
・
日
本
立
憲
政
党
新
聞
、
四
月

　
二
十
一
日
・
東
京
日
日
新
聞
の
記
事
で
は
、
　
「
下
山
田
」
が
「
山
田
」
と
誤
記
さ
れ

　
て
い
る
。

（
7
）
　
こ
の
二
篇
共
に
、
岡
山
日
日
新
聞
の
記
事
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
正
確

　
で
は
な
い
。
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
三
月
二
十
九
日
の
分
は
、
岡
山
毎
日
新
聞
の

　
記
事
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
8
）
新
聞
紙
条
例
（
明
治
八
年
六
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告
第
一
一
一
号
）
第
一

七
六
　
　
（
一
五
七
四
）

三
条
政
府
ヲ
変
壊
シ
国
家
ヲ
顧
覆
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
騒
乱
ヲ
煽
起
セ
ン
ト
ス
ル
者

　
ハ
禁
獄
一
年
以
上
三
年
二
至
ル
迄
ヲ
科
ス
（
下
略
）

　
そ
し
て
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
後
は
、
従
来
の
法
令
に
よ
る
「
禁
獄
鎖
鍋
十
一
日

以
上
五
年
以
下
」
は
「
軽
禁
鋼
」
に
置
ぎ
代
え
ら
れ
た
（
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十

八
日
・
太
政
官
布
告
第
八
一
号
第
一
条
）
。

（
9
）
　
こ
の
新
聞
の
正
確
な
発
行
日
は
わ
か
ら
な
い
が
、
下
山
田
の
筆
禍
事
件
を
起
し

た
同
紙
が
三
月
二
十
九
日
・
第
七
八
号
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
同
紙
が
順
調
に
日
刊

を
つ
づ
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
第
六
八
号
は
三
月
十
九
日
号
の
筈
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
新
聞
紙
条
例
第
七
条
　
紙
中
若
ク
ハ
巻
中
載
ス
ル
所
、
第
十
二
条
以
下
ノ
禁
ヲ

犯
シ
若
ク
ハ
譲
誇
律
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
編
集
人
首
ヲ
以
テ
論
シ
、
筆
者
ハ
従
ヲ
以
テ

論
ス
、
持
主
若
ク
ハ
社
主
情
ヲ
知
ル
者
ハ
、
編
輯
署
名
ノ
人
ト
同
ク
論
ス

　
そ
し
て
「
第
十
二
条
以
下
ノ
禁
」
と
あ
る
は
、
次
の
規
定
で
あ
る
。

　
第
十
二
条
新
聞
紙
若
ク
ハ
雑
誌
雑
報
二
於
テ
人
ヲ
教
唆
シ
テ
罪
ヲ
犯
サ
シ
メ
タ

　
　
　
ル
者
ハ
犯
ス
者
ト
同
罪
、
其
教
唆
二
止
マ
ル
老
ハ
禁
獄
五
日
以
上
三
年
以
下
罰

　
　
金
十
円
以
上
五
百
円
以
下
ヲ
科
ス

　
　
其
教
唆
シ
テ
兇
衆
ヲ
煽
起
シ
或
ハ
官
二
強
逼
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
、
犯
ス
者
ノ
首

　
　
ト
同
ク
論
ス
、
其
教
唆
二
止
マ
ル
者
ハ
罪
前
二
同
シ

　
第
十
三
条
　
註
8
・
参
照
。

　
第
十
四
条
　
成
法
ヲ
誹
殿
シ
テ
国
民
法
二
遵
フ
ノ
義
ヲ
乱
リ
及
顕
ハ
ニ
刑
律
二
触

　
　
　
レ
タ
ル
ノ
罪
犯
ヲ
曲
庇
ス
ル
ノ
論
ヲ
為
ス
者
ハ
禁
獄
一
月
以
上
一
年
以
下
罰
金

　
　
五
円
以
上
百
円
以
下
ヲ
科
ス

　
第
十
五
条
裁
判
所
ノ
断
獄
、
下
調
二
係
リ
未
タ
公
判
二
付
セ
サ
ル
者
ヲ
載
ス
ル

　
　
　
コ
ト
ヲ
得
ス
、
及
裁
判
官
審
判
ノ
議
事
ヲ
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
犯
ス
者
ハ
禁
獄

　
　
　
一
月
以
上
一
年
以
下
罰
金
百
円
以
上
五
百
円
以
下
ヲ
科
ス

　
第
十
六
条
　
院
省
使
庁
ノ
許
可
ヲ
経
ス
シ
テ
上
書
建
白
ヲ
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
犯

　
　
　
ス
者
ハ
罰
前
条
二
同
シ

　
　
こ
れ
ら
の
条
文
に
み
え
て
い
る
「
禁
獄
」
は
す
べ
て
「
軽
禁
鋼
」
に
換
刑
さ
れ
て



　
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
（
註
8
・
参
照
）
．

　
す
な
わ
ち
、
新
聞
紙
条
例
第
一
二
条
乃
至
第
一
六
条
違
反
の
場
合
は
（
譲
諺
律
は
明

　
治
十
五
年
刑
法
の
施
行
に
よ
り
失
効
し
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
問
題
外
で
あ
る
）
、

同
条
例
第
七
条
に
よ
り
、
編
集
人
を
「
首
」
、
執
筆
考
を
「
従
」
と
し
て
処
罰
す
る
立

前
で
あ
る
．
下
山
田
事
件
の
場
合
、
新
聞
紙
条
例
第
二
二
条
違
反
と
認
定
さ
れ
た
の

　
で
あ
る
か
ら
、
正
に
前
上
の
場
合
に
該
当
す
る
。

　
　
ま
た
、
下
山
田
事
件
の
他
の
二
件
す
な
わ
ち
不
敬
罪
と
官
吏
侮
辱
罪
の
場
合
は
、

　
と
く
に
筆
者
よ
り
も
編
集
人
を
重
く
罰
す
る
規
定
を
欠
く
か
ら
、
両
者
を
共
犯
と
み

　
る
か
、
あ
る
い
は
寧
ろ
執
筆
者
を
「
首
」
、
編
集
人
を
「
従
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
．

　
し
か
し
新
聞
紙
条
例
第
七
条
に
「
識
諺
律
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
云
々
」
と
あ
る
こ
と

　
を
、
不
敬
罪
、
官
吏
侮
辱
罪
の
場
合
に
類
推
す
る
と
す
れ
ば
、
編
集
人
が
「
首
」
、

　
執
筆
者
が
「
従
」
と
し
て
処
罰
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
場
合
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
編
集
人
の
み
を
処
罰
し
、
筆
者
を
不
問
に
附

　
す
べ
き
根
拠
は
全
く
み
あ
た
ら
な
い
。
下
山
田
事
件
と
同
様
に
新
聞
記
事
に
よ
る
不

敬
罪
事
件
は
他
に
も
あ
る
が
、
そ
の
事
件
で
は
、
編
集
人
、
執
筆
者
共
に
処
罰
さ
れ

　
て
い
る
（
後
掲
鶴
見
由
次
郎
事
件
参
看
）
。
そ
れ
が
法
律
的
に
は
正
し
い
措
置
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
山
田
事
件
に
お
い
て
、
編
集
人
の
み
が
処
罰
さ
れ
、
警

察
官
並
に
検
察
官
が
執
筆
者
を
不
問
に
附
し
て
い
る
点
は
、
全
く
理
解
に
苦
し
む
。

　
　
因
み
に
明
治
十
六
年
四
月
十
六
日
の
改
正
新
聞
紙
条
例
（
太
政
官
布
告
第
一
二

号
）
で
は
、
そ
の
第
一
八
条
に
「
新
聞
紙
二
記
載
シ
タ
ル
事
項
二
関
ス
ル
犯
罪
ハ
持

主
編
輯
人
印
刷
人
及
ヒ
筆
者
訳
者
ハ
共
犯
ヲ
以
テ
論
ス
」
と
い
う
あ
た
ら
し
い
規
定

が
設
け
ら
れ
た
．

（
1
1
）
　
す
で
に
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
筆
禍
事
件
を
生
じ
た
岡
山
毎
日
の
記
事
の
執

筆
者
は
「
津
山
多
礼
太
郎
」
、
岡
山
日
日
の
そ
れ
は
「
浅
口
郡
木
訥
生
」
で
あ
る
。

　
こ
の
署
名
が
、
実
名
か
変
名
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
も
し
も
変
名
で
あ
つ
た
と
す

れ
ば
、
次
の
新
聞
紙
条
例
の
規
定
に
ふ
れ
る
。

第
八
条
新
聞
紙
及
雑
誌
雑
報
ノ
筆
者
ハ
（
謄
諒
葉
）
尋
常
ノ
肇
ヲ
除
ク
ノ
外

　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
凡
ソ
内
外
国
事
、
理
財
、
人
情
、
時
態
、
学
術
、
法
教
、
議
論
及
事
、
官
民
ノ
権

　
利
二
係
ル
者
ハ
皆
其
姓
名
住
所
ヲ
著
ス
ヘ
シ

　
筆
者
、
変
名
ヲ
用
ヒ
タ
ル
時
ハ
、
禁
獄
三
十
日
罰
金
十
円
ヲ
科
ス
．
他
人
ノ
名
ヲ

　
　
仮
托
ス
ル
者
ハ
、
禁
獄
七
十
日
罰
金
二
十
円
ヲ
科
ス
（
、
一
舗
瑠
麹
用
馳
械
か
編
飾
帰
）

　
　
執
筆
者
に
対
し
、
こ
の
点
の
追
求
が
行
わ
れ
た
形
跡
も
な
い
。

（
1
2
）
刑
法
第
一
四
一
条
　
官
吏
ノ
職
務
二
対
シ
其
目
前
二
於
テ
形
容
若
ク
ハ
言
語
ヲ

以
テ
侮
辱
シ
タ
ル
者
ハ
一
日
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以

　下ノ

罰
金
ヲ
附
加
ス

其
目
前
二
非
ス
ト
難
ト
モ
刊
行
ノ
文
書
図
画
又
ハ
公
然
ノ
演
説
ヲ
以
テ
侮
厚
シ
タ
ル

者
亦
同
シ

（
1
3
）
刑
法
第
一
〇
〇
条
　
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ
判
決
ヲ
経
ス
ニ
罪
以
上
倶
二
発
シ
タ
ル

　
時
ハ
一
ノ
重
キ
ニ
従
テ
処
断
ス

重
罪
ノ
刑
ハ
刑
期
ノ
長
キ
者
ヲ
以
テ
重
ト
為
シ
刑
期
ノ
等
シ
キ
者
ハ
定
役
ア
ル
者
ヲ

以
テ
重
ト
為
ス
軽
罪
ノ
刑
ハ
其
所
犯
情
状
最
重
キ
者
二
従
テ
処
断
ス

（
14
）
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
太
政
官
布
告
第
七
二
号

　
　
明
治
十
五
年
一
月
一
日
ヨ
リ
刑
法
施
行
候
二
付
法
律
規
則
中
罰
則
二
係
ル
モ
ノ

　
　
　
ハ
左
ノ
例
二
照
シ
テ
処
断
ス
ヘ
シ

　
　
第
一
条
－
第
四
条
略

　
　
第
五
条
　
法
律
規
則
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
刑
法
ノ
再
犯
加
重
数
罪
倶
発
ノ
例
ヲ

　
　
　
用
ヒ
ス

　
　
第
六
条
ー
第
七
条
　
略

　
　
す
な
わ
ち
、
刑
法
以
外
の
法
律
規
則
の
併
合
罪
、
刑
法
と
他
の
法
律
規
則
と
の

併
合
罪
は
、
刑
法
第
一
〇
〇
条
の
吸
収
主
義
を
採
ら
ず
（
註
1
3
・
参
照
）
、
併
科
主

　義を

採
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
明
治
十
五
年
四
月
十
五
日
・
郵
便
報
知
新
聞
．
な
お
、
上
告
中
の
保
釈
に
つ
い

　
て
は
、
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
17
・
本
誌
前
号
七
七
頁
参
照
．

（
1
6
）
　
本
稿
・
坂
崎
賦
事
件
の
註
蔦
・
本
誌
前
号
八
四
頁
参
照
。

七
七
　
　
（
一
五
七
五
）



明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

（
1
7
）
治
罪
法
第
四
ニ
ニ
条
　
上
告
ノ
対
手
人
ハ
大
審
院
ノ
判
決
ア
ル
マ
テ
何
時
ニ
テ

　
モ
附
帯
ノ
上
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
大
審
院
検
事
長
モ
亦
附
帯
ノ
上
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

（
1
8
）
他
の
不
敬
罪
事
件
の
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
じ
法
律
適
用
の
誤
り

　
が
あ
り
、
し
か
も
被
告
、
検
事
共
に
上
告
し
な
か
つ
た
の
で
、
そ
の
誤
り
の
ま
ま
判

　
決
が
確
定
、
そ
れ
が
た
め
、
始
審
裁
判
所
長
並
に
関
係
判
検
事
が
更
迭
さ
れ
た
例
が

　
あ
る
（
後
掲
横
田
永
次
事
件
・
本
誌
六
二
頁
参
照
、
な
お
、
後
掲
鶴
見
由
次
郎
事
件

　
参
看
）
、
し
か
し
、
こ
の
岡
山
始
審
裁
判
所
の
場
合
、
所
長
判
事
小
林
謁
は
十
六
年

　
二
月
ま
で
、
検
事
友
野
信
平
は
十
九
年
九
月
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
在
職
し
て
い
る
か
ら

　
（
前
掲
司
法
沿
革
誌
・
七
二
九
頁
、
七
三
一
頁
）
。
こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
、
下
山
田

事
件
に
よ
る
懲
戒
的
人
事
異
動
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
て
い
い
．
こ
の
事
件
は
た
ま

　
た
ま
被
告
が
上
告
し
た
た
め
、
第
一
審
の
誤
り
が
大
審
院
で
是
正
さ
れ
る
機
会
が
与

　えら

れ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
．
た
だ
、
下
山
田
事
件
の
裁
判
長
判
事
補
嶋
田
栄
次

郎
は
、
こ
の
裁
判
の
直
後
、
岡
山
始
審
裁
判
所
を
去
つ
て
い
る
が
（
明
治
十
五
年
五

月
「
官
員
録
」
・
一
九
二
枚
表
の
岡
山
始
審
裁
判
所
の
項
に
、
そ
の
氏
名
な
し
。
退

職
か
転
任
か
は
不
明
）
、
こ
の
辞
任
が
下
山
田
事
件
の
判
決
と
関
係
が
あ
る
の
か
ど

　
う
か
、
疑
間
と
し
て
お
く
．

（
1
9
）
　
明
治
十
六
年
十
月
九
日
・
朝
野
新
聞
、
十
月
十
日
・
郵
便
報
知
新
聞
は
、
共
に

大
審
院
判
決
の
結
果
を
簡
単
に
報
道
し
て
い
る
。

（
2
0
）
　
明
治
十
五
年
七
月
十
四
日
・
郵
便
報
知
新
聞
に
よ
る
と
、
岡
山
毎
日
は
財
政
難

か
ら
身
売
し
、
そ
の
際
、
社
長
福
井
孝
治
、
編
集
人
下
山
田
正
道
は
共
に
退
い
た
と

伝
え
て
い
る
。
な
お
．
岡
長
平
氏
は
「
官
権
の
旨
を
含
む
で
杉
山
岩
三
郎
氏
が
金
主

　
と
な
り
、
四
千
円
に
て
『
岡
山
毎
日
新
聞
』
を
買
収
し
『
岡
山
新
報
』
と
改
称
な
し

　
た
。
八
月
十
六
日
創
刊
…
－
本
局
西
中
山
下
九
五
『
岡
山
毎
日
新
聞
』
の
跡
」
と
述

　
べ
て
お
ら
れ
る
（
前
掲
盛
衰
記
・
八
四
頁
ー
八
五
頁
）
。

七
八
　
　
（
一
五
七
六
）

前
註

（
1
）
　
第
一
審
判
決
書
は
、
明
治
十
五
年
四
月
十
三
日
・
山
陽
新
報
・
四
月
二
十
五
日
・

　
函
右
日
報
所
載
の
も
の
に
よ
る
。
後
者
に
は
二
、
三
の
誤
字
、
脱
字
が
あ
る
．
な

　
お
、
現
在
の
岡
山
地
方
検
察
庁
に
は
、
こ
の
事
件
の
判
決
正
本
は
保
管
さ
れ
て
い
な

　
い
。
戦
災
の
た
め
で
あ
る
。

（
2
）
　
大
審
院
判
決
書
は
、
明
治
十
六
年
十
月
四
日
・
山
陽
新
報
所
載
の
も
の
に
よ

　
る
。

　
　
裁
判
言
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
岡
山
区
西
中
山
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
日
日
新
聞
編
輯
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
山
田
　
正
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

岡
山
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
被
告
下
山
田
正
道
ハ
伊
藤
参
議
ノ
職
務
ヲ
辱
侮
シ

天
皇
二
対
シ
不
敬
且
新
聞
紙
条
例
二
違
犯
セ
シ
事
件
検
察
官
ノ
公
訴
二
因
リ

審
間
ヲ
遂
ル
処
被
告
正
道
二
於
テ
ハ
明
治
十
五
年
三
月
廿
九
日
刊
行
第
七
十

八
号
岡
山
毎
日
新
聞
雑
録
欄
へ
官
費
ノ
脱
走
又
明
治
十
五
年
四
月
一
目
岡
山

目
々
新
聞
第
四
号
雑
録
欄
内
へ
猛
獣
ノ
話
ト
云
フ
題
ヲ
掲
ゲ
云
々
摘
発
公
布

セ
シ
ハ
相
違
ナ
キ
モ
其
官
費
ノ
脱
走
云
々
ハ
之
レ
全
ク
伊
藤
参
議
ノ
職
二
対

シ
侮
辱
シ
タ
ル
者
二
非
ス
只
津
山
多
礼
太
郎
ノ
投
書
二
因
テ
又
猛
獣
ノ
話
云

々
ハ
浅
口
郡
木
訥
生
寄
書
二
因
り
世
間
通
常
ノ
戯
談
雑
話
ヲ
載
セ
タ
ル
ニ
止

り
敢
テ
天
皇
二
対
ス
ル
ノ
意
旨
ア
ル
ニ
非
サ
ル
旨
反
覆
弁
護
ス
ト
錐
其
全
文

ノ
要
領
ヲ
挙
ク
ル
ニ
一
文
ナ
シ
ニ
脱
走
セ
シ
者
ア
ル
ハ
已
二
之
ヲ
聞
ケ
リ
未

タ
官
費
ヲ
以
テ
脱
走
セ
シ
モ
ノ
ヲ
聞
カ
サ
ル
ナ
リ
今
舷
二
一
疋
ノ
官
費
ヲ
以

テ
脱
走
シ
タ
ル
妖
物
ア
リ
コ
ハ
何
故
二
官
費
ヲ
以
テ
脱
走
シ
タ
リ
ト
云
フ
ニ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

兼
テ
此
妖
物
ハ
利
ロ
ナ
ル
奴
原
ニ
テ
随
分
内
二
居
テ
ハ
言
フ
コ
ト
モ
通
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

言
所
謂
お
歯
利
ナ
ル
奴
原
ナ
ヒ
ハ
人
々
モ
此
奴
ハ
早
ク
打
倒
セ
殴
キ
殺
セ
ト

言
フ
程
ナ
リ
シ
ガ
自
分
ニ
モ
些
ト
ハ
怖
シ
ク
ナ
リ
シ
モ
ノ
ト
見
へ
此
頃
大
数

ノ
旅
費
ヲ
奪
タ
ノ
カ
与
ヘ
ラ
レ
タ
カ
云
々
其
官
費
ト
云
フ
ハ
吾
々
ガ
絞
リ
取

ラ
レ
タ
ル
血
ノ
出
ル
ヨ
ウ
ナ
ル
金
ニ
シ
テ
其
員
数
ハ
先
ツ
日
本
国
二
乏
シ
ク

ツ
テ
ナ
ラ
ヌ
金
貨
六
百
十
四
円
銀
貨
千
二
百
五
十
一
円
洋
銀
二
千
三
百
九
弗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

此
レ
ガ
遁
ケ
出
シ
タ
ル
親
玉
ノ
旅
費
ニ
シ
テ
其
友
廻
リ
ノ
脱
走
入
用
ハ
金
貨

二
千
三
百
二
十
六
円
五
十
銭
銀
貨
四
万
五
千
九
百
三
十
一
円
五
十
銭
洋
銀
壱

万
千
七
百
八
十
一
弗
ナ
リ
ト
ナ
ソ
ト
驚
ク
ベ
キ
大
惣
ノ
員
数
ナ
ラ
ズ
ヤ
云
々

ト
ア
リ
然
シ
テ
右
ノ
金
額
種
類
ハ
前
キ
ニ
同
社
刊
行
第
六
十
八
号
新
聞
雑
報

欄
内
第
一
項
伊
藤
参
議
洋
行
旅
費
金
ヲ
掲
ケ
タ
ル
員
数
二
纏
力
拾
銭
ノ
差
ア

ル
他
ノ
員
数
及
金
員
ノ
種
類
等
尽
ク
之
二
照
符
ス
ル
ヲ
以
テ
視
レ
バ
暗
二
全

参
議
力
洋
行
ノ
職
務
二
対
シ
悪
ロ
シ
タ
ル
ノ
証
愚
判
然
タ
リ
被
告
ハ
如
斯
所

為
ア
ル
而
巳
ナ
ラ
ズ
又
一
層
悪
ム
ベ
キ
罪
ヲ
犯
ス
ニ
至
レ
リ
右
ハ
岡
山
日
目

新
聞
第
四
号
雑
録
欄
へ
猛
獣
ノ
話
ト
云
フ
奇
怪
ノ
文
ヲ
掲
ケ
恐
多
ク
モ
天
皇

陛
下
二
対
シ
奉
リ
不
敬
ノ
所
為
二
及
ビ
タ
リ
其
要
領
ハ
或
ル
山
奥
一
二
頭
ノ

猛
獣
棲
ミ
居
ケ
リ
此
ノ
獣
ハ
其
力
ノ
猛
ケ
ク
荒
キ
事
山
中
二
冠
タ
リ
故
二
一

山
ノ
獣
王
タ
ル
コ
ト
殆
ソ
ド
ニ
千
五
百
有
余
年
ニ
シ
テ
其
子
孫
連
綿
ト
シ
テ

百
廿
余
代
迄
モ
伝
ハ
レ
リ
ト
カ
ヤ
云
々
彼
レ
カ
膏
血
ヲ
絞
リ
尽
シ
テ
勝
手
気

儘
二
使
用
セ
ン
ニ
ハ
ト
云
フ
ニ
ア
リ
然
リ
而
シ
テ
此
姦
策
ヲ
行
ハ
ン
ニ
ハ
充

分
二
彼
レ
カ
団
結
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
ト
獣
臣
二
命
ジ
テ
此
ノ
事
ヲ
奉
行

セ
シ
メ
タ
リ
云
々
爾
来
星
霜
ヲ
経
テ
十
余
年
二
至
リ
辛
抱
強
キ
細
獣
モ
最
早

耐
工
兼
ネ
云
々
此
抑
塗
二
耐
ユ
可
ケ
ン
ヤ
ト
各
々
其
志
ヲ
合
セ
カ
ヲ
全
フ
シ

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
（
ま
ま
）

テ
此
獣
制
府
二
抗
敵
セ
ン
ト
ス
其
数
三
千
五
百
万
人
云
々
ヲ
掲
載
シ
タ
ル
ハ

則
我
国
皇
統
連
綿
ト
シ
テ
今
上
皇
二
至
ル
正
二
百
余
代
ナ
リ
然
シ
テ
獣
王
ト

云
或
ハ
獣
臣
二
命
ジ
其
他
種
々
悪
ロ
ヲ
載
セ
シ
ハ
隠
然
天
皇
二
対
シ
奉
リ
不

敬
ヲ
為
セ
シ
者
ナ
リ
ト
信
認
ス
因
テ
伊
藤
参
議
洋
行
ノ
職
務
二
対
シ
侮
辱
シ

タ
ル
ハ
刑
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
天
皇
二
対
シ
不
敬
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ハ
第
百

十
七
条
政
府
ヲ
変
壊
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
タ
ル
ハ
新
聞
紙
条
例
第
十
三

条
ノ
罪
ヲ
併
セ
犯
シ
タ
ル
者
ト
ス
之
ヲ
刑
法
第
百
条
二
照
シ
一
ノ
重
キ
第
百

十
七
条
二
依
リ
重
禁
鋼
一
年
ノ
刑
二
処
シ
伽
ホ
罰
金
二
百
円
ヲ
附
加
ス
ル
老

也　
　
但
第
百
二
十
条
二
依
リ
十
月
ノ
監
視
二
付
ス

明
治
十
五
年
四
月
十
一
日
岡
山
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
検
事
友
野
信
平
立
会
ノ

上
言
渡
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
事
補
　
嶋
田
栄
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
山
本
　
芳
治

宣
　
告
　
書
（
こ
の
言
葉
は
手
塚
が
補
充
し
た
）

　
　
　
岡
山
県
岡
山
区
西
中
山
下
　
岡
山
日
日
新
聞
編
集
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
山
田
　
正
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
五
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
年
四
月

右
正
道
力
被
告
事
件
二
付
明
治
十
五
年
四
月
十
一
目
岡
山
軽
罪
裁
判
所
二
於

テ
被
告
ハ
明
治
十
五
年
三
月
二
十
九
日
刊
行
第
七
十
八
号
岡
山
毎
目
新
聞
雑

報
欄
内
へ
官
費
ノ
脱
走
ト
云
フ
題
ヲ
掲
ケ
暗
二
伊
藤
参
議
力
洋
行
ノ
職
務
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
五
七
七
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

対
シ
侮
辱
シ
又
明
治
十
五
年
四
月
一
日
岡
山
日
日
新
聞
第
四
号
雑
報
欄
内
へ

猛
獣
ノ
話
ト
題
シ
種
々
奇
怪
ノ
文
ヲ
掲
ケ
隠
然
天
皇
陛
下
二
対
シ
不
敬
ノ
所

為
及
ヒ
政
府
ヲ
変
壊
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
論
ヲ
載
セ
公
布
シ
タ
ル
ハ
刑
法
第
百
四

十
一
条
第
二
項
同
第
百
十
七
条
及
ヒ
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
ノ
罪
ヲ
併
セ
犯

シ
タ
ル
者
ト
認
定
シ
之
ヲ
刑
法
第
百
条
二
照
シ
一
ノ
重
キ
第
百
十
七
条
二
依

リ
重
禁
鋼
一
年
ノ
刑
二
処
シ
傍
ホ
罰
金
二
百
円
ヲ
附
加
ス
但
第
百
十
二
条
二

依
リ
十
月
ノ
監
視
二
付
ス
ト
言
渡
シ
タ
ル
裁
判
二
対
シ
被
告
正
道
ハ
之
ヲ
不

当
ナ
リ
ト
シ
上
告
ヲ
為
ス
ノ
要
領
ハ
官
費
ノ
脱
走
云
々
是
全
ク
伊
藤
参
議
ノ

職
務
二
対
シ
侮
辱
シ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
ス
今
回
伊
藤
参
議
洋
行
ノ
如
キ
ハ
諸
新

聞
力
報
道
ス
ル
処
一
ナ
ラ
ス
果
シ
テ
其
職
務
二
就
テ
ノ
洋
行
力
然
ラ
サ
ル
カ

モ
判
知
シ
難
ク
且
之
ヲ
登
録
ス
ル
ノ
際
二
於
テ
伊
藤
参
議
力
洋
行
ノ
事
ヲ
悪

ロ
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
信
セ
ス
唯
津
山
多
礼
太
郎
ノ
投
書
ヲ
採
録
セ
シ
ノ
ミ
ナ
レ

ニ
概
二
其
職
務
二
対
シ
侮
辱
セ
シ
モ
ノ
ト
云
フ
可
カ
ラ
ス
又
猛
獣
ノ
話
ト

題
ス
ル
篇
ハ
浅
口
郡
木
訥
生
ノ
投
寄
二
係
ル
者
ニ
シ
テ
斯
ノ
如
キ
奇
戯
ノ
話

ハ
従
来
刻
本
二
異
獣
物
語
又
ハ
怪
獣
奇
談
ナ
ト
称
シ
往
々
有
之
該
寄
書
モ
畢

寛
是
等
ノ
話
ヲ
抜
記
セ
シ
モ
ノ
ト
信
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
固
ヨ
リ
其
文
面
上
天

皇
陛
下
ヲ
指
名
シ
奉
リ
タ
ル
ニ
モ
ア
ラ
ス
何
ヲ
以
テ
不
敬
ノ
所
為
ア
リ
ト
セ

ン
仮
リ
ニ
之
レ
ニ
認
定
セ
ラ
ル
・
モ
前
陳
ノ
如
ク
之
ヲ
登
載
ス
ル
ノ
時
其
情

ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
刑
法
第
七
十
七
条
二
依
リ
不
論
罪
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ

ル
又
獣
政
府
二
抗
敵
セ
ン
ト
ス
云
々
ノ
文
面
ア
ル
ヲ
以
テ
政
府
ヲ
変
壊
セ
ン

ト
ス
ル
ノ
論
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
判
定
セ
ラ
レ
タ
レ
ト
モ
抑
モ
抗
敵
ノ
ニ
字
ハ
未

タ
変
壊
ノ
意
ヲ
含
蓄
セ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
可
カ
ラ
ス
且
論
文
ニ
ア
ラ
ス
記
文
ナ

リ
ト
云
ヒ
尚
上
告
追
申
書
ヲ
以
テ
前
陳
ノ
旨
趣
ヲ
反
覆
拡
張
セ
リ
対
手
人
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
一
五
七
八
）

事
友
野
信
平
ハ
右
上
告
ノ
趣
意
二
対
シ
遂
一
之
ヲ
弁
駁
シ
被
告
犯
罪
ノ
事
実

ハ
明
確
ニ
シ
テ
原
裁
判
ハ
毫
モ
破
段
ヲ
求
ム
ヘ
キ
原
由
ナ
シ
ト
答
弁
セ
リ

大
審
院
検
事
池
上
三
郎
二
於
テ
ハ
上
告
ノ
旨
趣
ハ
畢
寛
原
裁
判
事
実
ノ
判
定

二
対
シ
不
服
ヲ
訴
フ
ル
ニ
過
キ
ス
又
上
告
追
申
書
中
論
ス
ル
処
モ
悉
ク
事
実

二
止
マ
リ
到
底
上
告
ノ
原
由
ナ
キ
モ
ノ
ト
陳
述
シ
且
原
裁
判
ハ
他
二
一
ノ
失

点
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
附
帯
上
告
ヲ
為
セ
リ
其
要
旨
ハ
原
裁
判
言
渡
書
ヲ
閲
ス
ル

ニ
被
告
ハ
刑
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
同
第
百
十
七
条
及
ヒ
新
聞
紙
条
例
第

十
三
条
二
該
ル
可
キ
数
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ト
判
定
セ
シ
以
上
ハ
刑
法
第
百
条

二
照
シ
伽
ホ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
公
布
二
依
リ
刑
法
第
百
十
七
条
ノ
刑

二
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
ノ
刑
ヲ
併
科
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
単
二
刑
法
第
百

十
七
条
ノ
ミ
適
用
シ
タ
ル
ハ
擬
律
錯
誤
ノ
裁
判
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
破
殼
シ
適

法
ノ
判
決
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
云
フ
ニ
在
リ

傍
テ
之
ヲ
審
按
ス
ル
ニ
被
告
上
告
ノ
趣
意
及
ヒ
追
申
書
中
喋
々
論
ス
ル
処
凡

テ
事
実
二
渉
リ
畢
寛
事
実
裁
判
官
力
法
律
ニ
ョ
リ
特
任
ス
ル
処
ノ
職
権
ヲ
以

テ
為
シ
タ
ル
事
実
判
定
上
二
対
シ
徒
ラ
ニ
不
服
ヲ
唱
へ
覆
審
ヲ
求
ム
ル
ニ
過

キ
サ
レ
ハ
治
罪
法
第
四
百
十
条
各
項
ノ
定
規
二
適
合
セ
サ
ル
上
告
ニ
シ
テ
到

底
該
趣
旨
ハ
総
テ
相
立
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
然
リ
而
シ
テ
本
院
検
事
附
帯
上
告
論

旨
ノ
如
ク
原
裁
判
所
ハ
被
告
ヵ
所
為
ハ
刑
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
同
第
百

十
七
条
及
ヒ
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
二
該
ル
ヘ
キ
罪
ヲ
併
セ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ

ト
判
定
シ
以
上
ハ
刑
法
第
百
条
及
ヒ
同
第
三
項
二
照
シ
同
第
百
四
十
一
条
第

二
項
同
第
百
十
七
条
二
該
ル
ヘ
キ
罪
ヲ
比
較
シ
一
ノ
重
キ
第
百
十
七
条
二
従

ヒ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ
罰
金

ヲ
附
加
シ
同
第
百
二
十
条
二
依
リ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
二
付
ス
ベ
キ



二
該
当
シ
傍
ホ
明
治
十
四
年
第
七
十
二
号
布
告
第
五
条
法
律
規
則
ヲ
犯
シ
タ

ル
者
ニ
ハ
刑
法
ノ
再
犯
加
重
及
ヒ
数
罪
倶
発
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス
ト
ア
ル
ニ
拠
レ

ハ
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
犯
罪
ノ
如
キ
ハ
刑
法
第
百
条
ノ
管
理
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
非
ス
之
ヲ
併
科
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
然
ル
ニ
原
裁
判
官
力
刑
法
第
百
十
七
条

第
百
四
十
一
条
第
二
項
二
該
ル
罪
ヲ
同
法
第
百
条
二
依
リ
一
ノ
重
キ
第
百
十

七
条
二
依
リ
タ
ル
ハ
相
当
ナ
ル
モ
新
聞
紙
条
例
第
十
三
条
二
該
ル
罪
ヲ
併
科

セ
サ
リ
シ
ハ
擬
律
錯
誤
ノ
裁
判
ナ
ル
ヲ
以
テ
治
罪
法
第
四
百
三
十
一
条
二
基

キ
此
一
部
ヲ
破
殿
シ
本
院
二
於
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
山
田
　
正
道

右
ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
テ
被
告
ヵ
所
為
ハ
明
治
十
五
年
三
月
四
月
中
ニ
ア
ル
ヲ

以
テ
旧
新
聞
条
例
第
十
三
条
ト
改
正
同
条
例
第
三
十
七
条
ヲ
比
照
シ
軽
キ
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

新
聞
条
例
第
十
三
条
二
従
ヒ
軽
禁
鋼
三
年
二
処
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

　
　
大
審
院
二
於
テ
検
事
池
上
三
郎
立
会
宣
告
ス

明
治
十
六
年
九
月
廿
五
日

裁
判
長
　
　
判
事

　
　
専
任
判
事

　
　
　
　
判
事

　
　
　
　
判
事

　
　
　
　
判
事

　
　
　
　
書
記

味土中兵黒石
岡師島頭岩井

礼経盛正直忠
質典有諮方恭

後
註
　
下
山
田
事
件
当
時
の
新
聞
紙
条
例
第
二
　
秦
（
前
掲
註
8
・
本
誌
五
五
頁
参

　
照
）
は
、
そ
の
後
改
正
さ
れ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
新
聞
紙
条
例
（
明
治
十
六
年
四
月
十
六
日
・
太
政
官
布
告
第
一
二
号
）
第
三
七
条

　
政
体
ヲ
変
壌
シ
朝
憲
ヲ
素
乱
セ
ソ
ト
ス
ル
ノ
論
説
ヲ
記
載
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
上

　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　三

年
以
下
ノ
軽
禁
鋼
二
処
シ
百
円
以
上
三
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
（
下
略
）
．

　
こ
れ
が
大
審
院
判
決
当
時
の
現
行
法
で
あ
る
が
、
旧
法
第
一
三
条
と
比
較
す
る

と
、
罰
金
が
附
加
さ
れ
る
点
、
こ
の
方
が
重
い
。
そ
こ
で
刑
法
第
三
条
二
項
「
若
シ

所
犯
頒
布
以
前
『
【
在
テ
未
タ
判
決
ヲ
経
サ
ル
者
ハ
新
旧
ノ
法
ヲ
比
照
シ
軽
キ
ニ
従
テ

処
断
ス
」
に
よ
り
、
軽
い
旧
法
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
○
横
田
永
次
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
明
治
十
五
年
四
月
十
三
日
・
日
進
新
聞
（
盛
岡
）
所
載
の
雑
報
「
村
夫
子
ノ

奇
談
」
の
内
容
が
不
敬
に
わ
た
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
編
集
人
横
田
永
次
が
不

敬
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
．
同
年
五
月
十
七
日
・
東
京
日
日
新
聞
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
件
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
日
進
新
聞
の
前
編
集
長
横
田
永
次
氏
は
、
去
る
四
月
十
三
日
の
紙
上
に
村

　
夫
子
の
奇
談
と
題
し
た
る
一
編
は
、
暗
に
天
皇
陛
下
に
対
し
不
敬
の
所
為
あ

　
る
も
の
と
確
認
す
る
に
付
き
、
重
禁
鋼
四
月
に
処
し
罰
金
二
十
五
円
を
附
加

　
し
六
月
の
監
視
に
付
す
る
旨
を
、
去
る
八
日
、
盛
岡
軽
罪
裁
判
所
に
於
て
申

　
渡
さ
れ
た
り
．

　
問
題
に
な
つ
た
雑
報
記
事
の
全
貌
は
、
現
在
、
前
掲
日
進
新
聞
が
、
私
の
知

る
限
り
に
於
て
ど
こ
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な

い
．
し
か
し
、
判
決
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
断
片
を
綴
り
合
せ
て
み
る
と
，
村

夫
子
は
「
学
ナ
ク
識
ナ
ク
才
能
ナ
キ
」
「
圧
制
勝
手
気
儘
」
な
人
で
「
弟
子
三

千
五
百
万
各
其
租
税
ヲ
納
メ
云
々
」
「
群
弟
子
二
令
シ
今
ヨ
リ
向
フ
十
ヶ
年
二

及
ヒ
汝
子
弟
ノ
希
望
ス
ル
良
制
ヲ
行
ハ
ン
云
々
」
と
述
べ
た
論
旨
が
、
問
題
に

さ
れ
た
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
．
そ
し
て
前
段
の
個
所
が
暗
に
天
皇
を
侮
辱
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
（
一
五
七
九
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

も
の
と
み
な
さ
れ
刑
法
第
一
一
七
条
の
不
敬
罪
、
後
段
の
個
所
が
明
治
十
四
年

の
国
会
開
設
の
詔
勅
に
対
す
る
誹
諺
と
み
な
さ
れ
新
聞
紙
条
例
第
一
四
条
違
反

　
　
　
　
（
3
）

の
成
法
誹
殿
罪
と
し
て
公
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
謙
鋪
刷
決
）
．
こ
の
事
件
は
、
警

　
　
　
　
（
4
）

部
田
鎖
義
孝
の
告
発
に
よ
つ
て
採
り
あ
げ
ら
れ
、
予
審
を
経
て
公
判
に
及
ん
だ

の
で
あ
る
が
（
轍
鋪
酬
決
）
、
予
審
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
担
当
検
察
官
が
予
審
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

省
略
を
適
当
と
は
判
断
し
な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
問
題
に
な
つ
た
新
聞

の
発
行
が
四
月
十
三
日
、
判
決
言
渡
は
五
月
八
日
、
そ
の
二
十
五
日
間
に
予
審

が
行
わ
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
担
当
予
審
判
事
名
そ
の
他
く
わ
し
い
こ
と
は
一
切

わ
か
ら
な
い
．
判
決
の
結
果
は
、
前
掲
東
京
日
日
新
聞
の
記
事
に
も
あ
る
ご
と

く
重
禁
鋼
四
月
罰
金
二
十
五
円
監
視
六
月
で
あ
つ
た
が
、
他
の
同
種
の
不
敬
罪

事
件
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
著
し
く
軽
い
こ
と
が
め
だ
つ
．
因
み
に
、
裁
判

長
は
判
事
補
中
根
貞
友
、
立
会
検
察
官
は
検
事
補
鶴
牧
分
造
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
疑
問
点
が
二
つ
あ
る
．

　
そ
の
一
つ
は
、
編
集
人
の
横
田
の
み
が
処
罰
さ
れ
、
実
際
の
筆
老
は
不
問
に

付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
記
事
に
筆
者
の
署
名
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
判
決
書
に
よ
る
と
、
横
田
は
「
雑
報
欄
内
二
村
夫
子
ノ
奇

談
ト
題
セ
ル
一
章
ヲ
掲
載
シ
タ
ル
ハ
当
時
社
務
ノ
繁
忙
二
紛
レ
単
二
村
夫
子
ノ

事
二
関
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
軽
々
看
過
シ
タ
ル
ニ
依
ル
云
5
と
弁
解
し
て
お
り
、

そ
れ
に
対
す
る
判
決
の
見
解
は
「
記
者
タ
ル
者
二
於
テ
心
付
カ
サ
ル
ノ
道
理
ア

ル
ヘ
カ
ラ
ス
云
々
」
と
あ
る
が
（
離
簾
酬
決
）
、
要
す
る
に
被
告
は
筆
者
が
別
人
で

あ
る
こ
と
を
申
立
て
て
お
り
、
裁
判
所
も
そ
の
こ
と
は
肯
定
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
．
す
で
に
前
掲
下
山
田
事
件
に
お
い
て
詳
述
し
た
ご
と
く
、
新
聞
紙

条
例
違
反
の
場
合
は
、
編
集
人
が
「
首
」
筆
者
が
「
従
」
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
五
八
○
）

き
で
あ
り
（
繍
七
）
、
ま
た
不
敬
罪
に
つ
い
て
も
、
編
集
人
、
筆
者
の
双
方
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

処
罰
の
対
象
に
す
る
べ
ぎ
筈
で
あ
る
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
編
集
人
の
横

田
の
み
を
公
訴
し
、
筆
者
を
不
問
に
付
し
た
警
察
官
並
に
検
察
官
の
措
置
は
、

適
切
を
欠
い
て
い
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
．

　
そ
の
二
は
、
判
決
書
の
冒
頭
に
「
被
告
力
天
皇
陛
下
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
及

ヒ
成
法
ヲ
誹
殿
シ
タ
ル
事
件
公
訴
ア
ル
ニ
依
り
云
々
」
と
あ
る
ご
と
く
．
公
訴

事
実
は
二
件
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
の
結
果
で
は
「
成
法
誹
殿
」

の
件
に
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
（
謙
鋸
欄
決
）
．
判
決
書
に
「
群
弟
子
二
令

シ
今
ヨ
リ
向
フ
十
ヶ
年
二
及
ヒ
汝
子
弟
ノ
希
望
ス
ル
良
制
ヲ
行
ハ
ン
ト
ア
ル
ハ

暗
二
明
治
十
四
年
十
月
十
二
日
ノ
勅
諭
二
比
シ
タ
ル
コ
ト
一
見
以
テ
知
ル
ヘ
キ

ハ
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
も
勅
諭
の
誹
殿
の
事
実
を

み
と
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
の
結
果
に

「
成
法
誹
殿
」
の
件
が
消
え
て
い
る
の
は
．
な
ぜ
か
．
裁
判
所
の
見
解
は
、
勅

諭
誹
殿
の
事
実
は
、
新
聞
紙
条
例
の
「
成
法
誹
殿
」
で
は
な
く
、
こ
れ
も
刑
法

第
二
七
条
の
不
敬
行
為
と
考
え
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
新
聞
紙
条
例
第

一
四
条
違
反
（
成
法
誹
殿
）
と
刑
法
第
一
一
七
条
違
反
を
．
刑
法
上
の
二
罪
倶
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
（
7
）

と
し
、
そ
の
重
き
一
罪
の
不
敬
罪
を
以
て
の
み
処
罰
す
る
こ
と
を
（
㎝
肱
蜷
）
、

当
然
と
考
え
た
の
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
．
そ
の
い
ず
れ
の

見
解
で
あ
つ
た
に
も
せ
よ
、
そ
の
次
第
は
判
決
書
の
中
に
明
記
す
べ
ぎ
筈
で

あ
り
、
そ
れ
を
欠
く
判
決
は
、
不
備
の
非
難
を
免
れ
な
い
．
前
掲
下
山
田
事
件

の
第
一
審
判
決
の
例
に
よ
れ
ば
、
盛
岡
軽
罪
裁
判
所
は
、
後
者
の
見
解
に
従

い
、
余
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
明
記
を
怠
つ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
．

　
し
か
し
、
判
決
書
に
そ
う
し
た
明
記
を
欠
く
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
検
事
の



公
訴
の
中
の
一
件
が
、
裁
判
所
に
よ
り
全
く
無
視
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

検
事
は
「
裁
判
所
二
於
テ
請
求
ヲ
受
ヶ
タ
ル
事
件
二
付
判
決
ヲ
為
サ
ス
」
か
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
は
「
擬
律
ノ
錯
誤
」
を
理
由
に
（
鮎
緋
骸
聯
期
↑
船
）
、
上
告
す
べ
き
で
あ
つ
た
と

い
え
る
．
と
こ
ろ
が
、
検
事
は
上
告
せ
ず
、
被
告
も
ま
た
上
告
し
な
か
つ
た
の

（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

で
、
本
件
は
第
一
審
判
決
が
そ
の
ま
ま
確
定
し
た
．

　
前
述
の
ご
と
く
、
盛
岡
軽
罪
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
新
聞
紙
条
例
の
罪

と
刑
法
上
の
罪
を
、
刑
法
に
お
け
る
「
二
罪
倶
発
」
と
し
て
処
理
し
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
前
掲
下
山
田
事
件
の
第
一
審
判
決
に
つ
い
て
す
で
に
詳
述
し
た
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

と
く
、
明
ら
か
に
法
律
の
適
用
を
誤
つ
た
も
の
と
い
え
る
．
そ
し
て
被
告
、
検

事
共
に
上
告
せ
ず
、
そ
れ
が
た
め
上
告
期
限
も
空
し
く
す
ぎ
去
り
、
そ
れ
を
是

正
す
る
機
会
は
失
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
判
決
の
そ
う
し
た
誤
り
が
、
司
法
部

内
と
く
に
本
省
側
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
あ
り
う
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
他
の
不
敬
罪
事
件
の
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、

こ
の
横
田
事
件
の
そ
れ
と
同
じ
誤
り
が
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
始
審
裁
判
所
長
は

じ
め
担
当
判
検
事
が
、
退
職
あ
る
い
は
転
任
さ
せ
ら
れ
た
例
が
あ
る
が
（
後
掲

鶴
見
由
太
郎
事
件
参
看
）
、
こ
の
盛
岡
始
審
裁
判
所
の
場
合
で
も
、
横
田
事
件
の

判
決
の
た
め
、
同
じ
よ
う
な
懲
罰
的
更
迭
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
形
跡
が
あ
る
．

と
い
う
の
は
．
こ
の
裁
判
の
直
後
、
所
長
の
判
事
音
羽
安
成
は
宮
城
控
訴
裁
判

所
の
末
席
判
事
へ
、
担
当
裁
判
長
の
判
事
補
中
根
貞
友
は
白
河
始
審
裁
判
所

へ
、
担
当
検
察
官
の
検
事
補
鶴
牧
分
造
は
東
京
始
審
裁
判
所
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

任
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
所
長
の
交
代
は
「
司
法
沿
革
誌
」
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
、
次
の
通
り
で
あ
る
．

　
盛
岡
始
審
裁
判
所
長
　
音
羽
安
成
　
醐
治
什
班
聯
卜
朋
十
た
朋

　
　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
十
五
年
五
月
　
八
日

　
同
　
　
　
　
　
　
　
工
藤
則
勝
　
同
十
九
年
五
月
十
日

　
す
な
わ
ち
音
羽
所
長
は
五
月
十
九
日
ま
で
在
職
し
た
が
、
後
任
の
工
藤
所
長

は
そ
れ
よ
り
以
前
の
五
月
八
日
す
な
わ
ち
横
田
事
件
判
決
の
日
に
さ
か
の
ぼ
つ

て
発
令
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
．
こ
の
交
代
は
、
横
田
事
件
判
決
の
誤
り
に
も
と

づ
く
懲
罰
的
人
事
異
動
と
考
え
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
．
中
根
判

事
補
、
鶴
牧
検
事
補
の
転
任
も
、
同
じ
意
味
の
も
の
で
あ
つ
た
と
、
私
は
考
え

た
い
．

　
横
田
永
次
は
、
岩
手
県
南
岩
手
郡
本
宮
村
の
人
、
文
久
元
年
二
月
十
二
日
の

　
（
1
4
）

出
生
、
事
件
当
時
は
二
十
歳
の
青
年
で
あ
つ
た
か
ら
、
名
目
上
の
編
集
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
路
）

つ
た
と
思
わ
れ
る
．
事
件
前
後
の
動
静
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
昭
和
二
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

十
二
月
三
十
一
日
、
死
亡
年
月
場
所
不
明
の
た
め
除
籍
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

推
察
す
る
と
、
事
件
後
み
ず
か
ら
そ
の
消
息
を
絶
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
．
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
17
）

の
経
歴
に
つ
き
、
大
方
の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
．

（
1
）
　
日
進
新
聞
は
、
明
治
九
年
八
月
の
創
刊
、
不
偏
不
党
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
た

　ので、

県
庁
の
援
助
も
う
け
て
順
調
に
発
表
し
、
十
三
年
以
降
は
日
刊
で
発
行
さ
れ

　
て
い
た
（
後
藤
力
「
岩
手
県
新
聞
史
㌧
前
掲
地
方
別
新
聞
史
・
二
一
頁
）
．

（
2
）
　
明
治
十
五
年
六
月
二
日
・
朝
野
新
聞
の
記
事
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
ま

　た、

同
年
五
月
二
十
六
日
・
郵
便
報
知
新
聞
、
同
月
三
十
日
・
茨
城
日
日
新
聞
な
ど

　
に
も
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
簡
単
な
記
事
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
横
田
永
次
」
が

　
「
横
田
永
次
郎
」
と
誤
記
さ
れ
て
い
る
．

（
3
）
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
1
0
・
本
誌
五
五
頁
参
照
．

（
4
）
警
部
田
鎖
義
孝
ば
、
横
田
事
件
後
の
十
五
年
九
月
、
気
仙
郡
長
と
な
つ
た
人
で

　
あ
る
（
大
友
常
重
郎
「
盛
警
察
署
昔
話
」
・
岩
手
の
警
察
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
号
・

　
三
二
頁
、
三
三
頁
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
一
五
八
一
）



明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

（
5
）
　
検
事
の
見
解
で
「
軽
罪
ノ
現
行
犯
」
に
限
り
、
予
審
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
ぎ

た
（
治
罪
法
第
二
〇
九
条
、
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
1
5
・
本
誌
前
号
七
七
頁

参
照
）
．
横
田
事
件
は
、
前
掲
下
山
田
事
件
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
現
行
犯
と
し

　て

処
理
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
予
審
を
省
略
し
な
か
つ
た

　
の
は
、
検
事
が
慎
重
な
審
理
を
必
要
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
1
0
・
1
1
・
本
誌
七
五
頁
・
七
六
頁
参
照
．

（
牙
　
本
稿
・
前
掲
事
件
の
註
1
3
・
本
誌
七
六
頁
参
照
．

（
8
）
　
木
稿
・
坂
崎
賦
事
件
の
註
1
5
・
本
誌
前
号
八
四
頁
参
照
．

（
9
4
　
横
田
が
上
告
し
な
か
つ
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
却
つ
て
刑
が
重
く
な
る
こ
と
を

予
想
し
た
た
め
か
　
（
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
・
本
誌
七
四
頁
参
照
）
、
そ
れ
と
も

第
一
審
判
決
の
刑
が
比
較
的
軽
い
と
考
え
た
た
め
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
担
当
判
検
事
で
す
ら
見
落
し
た
法
律
適
用
の
錯
誤
で
あ
る
か
ら
、

　お

そ
ら
く
被
告
も
そ
れ
に
は
気
が
付
か
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
．
と
す
れ
ば
、
後
者
の

理
由
で
上
告
し
な
か
つ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
．

（
1
0
）
　
盛
岡
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
原
本
に
は
、
大
審
院
判
決
書
が
添
付
さ
れ
て
い

な
い
．
し
た
が
つ
て
上
告
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
て
い
い
．
な
お
、
本
稿
・
大
庭
成

章
事
件
の
註
1
2
・
本
誌
前
号
八
九
頁
参
照
．

（
1
1
）
　
本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
・
本
誌
七
三
頁
参
照
．

（
1
2
）
　
明
治
十
五
年
七
月
「
官
員
録
」
・
一
七
八
枚
裏
、
二
〇
九
枚
表
、
一
七
九
枚
裏
．

　し

か
し
、
後
述
の
所
長
以
外
は
、
正
確
な
転
出
年
月
日
は
わ
か
ら
な
い
。

（
1
3
）
　
前
掲
司
法
沿
革
誌
・
七
九
六
頁
．

17　16　15　14
触
界
の
先
輩
を
偲
び
て
」

事
歴
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
が

盛
岡
市
役
所
の
除
籍
謄
本
に
よ
る
。

本
稿
・
下
山
田
正
道
事
件
の
註
2
・
本
誌
　
　
頁
参
照
。

前
掲
除
籍
謄
本
に
よ
る
．

昭
和
九
年
八
月
か
ら
十
月
ま
で
、
岩
手
日
報
（
盛
岡
）
に
、
上
田
十
郎
氏
が
「
操

　
　
　
　
　
　
　
を
連
載
さ
れ
、
明
治
時
代
の
岩
手
出
身
新
聞
人
数
十
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
そ
の
中
に
も
横
田
は
洩
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

八
四
　
　
（
一
五
八
二
）

（
現
在
、
岩
手
県
立
図
書
舘
所
蔵
の
同
新
聞
に
、
若
干
の
欠
損
が
あ
る
の
で
、
断
定

は
で
ぎ
な
い
が
）
。
と
す
る
と
、
横
田
は
と
く
に
著
名
の
記
者
で
は
な
か
つ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
．

前
註
　
こ
の
判
決
書
は
、
盛
岡
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
正
本
に
よ
る
．

公
判
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
手
県
陸
中
国
南
岩
手
郡
本
宮
村
七
十
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
家
士
族
日
進
新
聞
編
輯
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
告
人
　
横
田
　
永
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
年
五
月

検
察
官
ヨ
リ
被
告
力
天
皇
陛
下
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
及
ヒ
成
法
ヲ
誹
殼
シ
タ

ル
事
件
公
訴
ア
ル
ニ
依
リ
岩
手
県
警
部
田
鎖
義
孝
ノ
告
発
書
及
予
審
中
ノ
調

書
ヲ
朗
読
セ
シ
メ
検
察
官
ノ
意
見
及
ヒ
被
告
ノ
陳
述
ヲ
聴
キ
裁
判
ヲ
為
ス
コ

ト
左
ノ
如
シ

被
告
二
於
テ
明
治
十
五
年
四
月
十
三
日
発
兇
日
進
新
聞
第
千
十
三
号
雑
報
欄

内
二
村
夫
子
ノ
奇
談
ト
題
セ
ル
一
章
ヲ
掲
載
シ
タ
ル
ハ
当
時
社
務
ノ
繁
忙
二

紛
レ
単
二
村
夫
子
ノ
事
二
関
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
軽
々
看
過
シ
タ
ル
ニ
依
ル
今
日

二
至
リ
之
ヲ
推
考
ス
レ
ハ
成
法
ヲ
誹
殼
シ
タ
ル
ニ
非
ル
モ
天
皇
陛
下
二
対
シ

不
敬
ヲ
加
ヒ
タ
ル
文
章
ナ
ル
コ
ト
ヲ
自
覚
セ
リ
ト
申
立
レ
ト
モ
該
文
詞
ヲ
閲

ス
ル
ニ
其
前
段
二
弟
子
三
千
五
百
万
各
其
租
税
ヲ
納
メ
云
云
ト
ァ
ル
ハ
則
チ

陰
二
皇
室
ヲ
指
的
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
末
段
二
群
弟
子
二
令
シ
今
ヨ
リ
向



フ
十
ケ
年
二
及
ヒ
汝
子
弟
ノ
希
望
ス
ル
良
制
ヲ
行
ハ
ン
ト
ア
ル
ハ
暗
二
明
治

十
四
年
十
月
十
二
日
ノ
勅
前
二
比
シ
タ
ル
コ
ト
一
見
以
テ
知
ル
ヘ
キ
ハ
疑
ヲ

容
レ
サ
ル
所
ナ
リ
殊
二
学
ナ
ク
識
ナ
ク
才
能
ナ
キ
云
云
又
ハ
圧
制
勝
手
気
儘

ノ
語
ヲ
用
ヒ
批
評
ヲ
下
シ
或
ハ
故
サ
ラ
ニ
圏
点
ヲ
附
シ
タ
ル
文
辞
二
至
ラ
ハ

之
力
記
者
タ
ル
者
二
於
テ
心
付
カ
サ
ル
ノ
道
理
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
勇
故
サ
ラ
ニ

該
一
編
ヲ
掲
載
シ
天
皇
陛
下
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ
ト
確
認
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

此
被
告
事
件
ヲ
刑
法
二
照
ス
ニ
刑
法
第
百
十
七
条
天
皇
三
皇
々
太
子
二
対
シ

不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上

二
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
ト
ア
リ
刑
法
第
百
二
十
条
此
節
二
記
載
シ
タ

ル
罪
ヲ
犯
シ
軽
罪
ノ
刑
二
処
ス
ル
者
ハ
六
日
以
上
二
年
以
下
ノ
監
視
二
付
ス

ト
ア
ル
ニ
依
リ
重
禁
鋼
四
月
二
処
シ
罰
金
二
十
五
円
ヲ
附
加
シ
六
月
ノ
監
視

二
付
ス

検
事
補
鶴
牧
分
造
公
廷
二
出
席
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盛
岡
軽
罪
裁
判
所

明
治
十
五
年
五
月
八
日

O
　
前
島
専
平
（
仙
平
）
事
件

判
事
補

書
　
記

中
根
　
貞
友

小
貫
　
清
成

　
明
治
十
五
年
五
月
十
五
日
夜
、
静
岡
県
清
水
町
に
お
い
て
行
わ
れ
た
前
島
専

平
の
「
狡
免
死
し
て
走
狗
烹
る
」
と
題
し
た
演
説
が
、
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
事

件
で
あ
る
．

　
前
島
は
、
静
岡
県
有
渡
郡
古
庄
村
（
現
在
は
静
岡
市
古
庄
）
の
人
、
安
政
五
年
十

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

二
月
一
日
に
生
れ
た
。
戸
籍
面
で
は
「
仙
平
」
と
な
つ
て
い
る
か
ら
、
「
専
平
」

は
通
称
て
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
．
詳
し
い
経
歴
は
わ
か
ら
な
い
が
、
明
治
十
四

年
十
二
月
十
日
、
東
海
暁
鐘
新
報
に
は
、
前
島
が
原
告
に
な
つ
て
い
る
次
の
よ

う
な
静
岡
裁
判
所
の
判
決
書
が
載
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
静
岡
県
駿
河
国
有
渡
郡
中
ノ
郷
村
平
民
石
川
清
吉

　
　
　
　
　
　
　
外
五
十
一
名
代
同
郡
古
庄
村
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
告
　
前
島
　
専
平

　
　
　
　
　
　
　
同
県
同
国
同
郡
中
ノ
郷
村
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
告
　
漆
畑
忠
四
郎

　
村
方
入
費
約
定
月
行
ノ
件
執
行
願
出
ル
処
被
告
二
於
テ
謂
レ
ナ
キ
苦
情
申
立

　
ル
ト
難
モ
採
用
シ
難
キ
ニ
依
リ
身
代
限
ヲ
以
テ
済
方
申
付
ル

　
　
　
　
但
許
訟
入
費
ハ
被
告
ヨ
リ
償
却
ス
ヘ
シ

　
　
明
治
十
四
年
十
二
月
七
日

　
こ
れ
は
村
方
入
費
の
請
求
訴
訟
の
判
決
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
二
十
三
歳
の
青

年
前
島
が
、
村
方
の
代
表
に
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
地
方
の
有
力
者

で
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
．

　
他
方
、
前
島
は
自
由
民
権
運
動
を
志
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
．
同
年
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

下
旬
、
当
時
静
岡
に
滞
在
し
て
い
た
山
梨
の
自
由
民
権
運
動
家
阪
本
清
策
と
組

ん
で
、
静
岡
で
演
説
会
を
開
い
た
．
こ
の
演
説
会
は
、
演
題
と
警
察
署
へ
届
出

る
段
階
か
ら
悶
着
が
あ
つ
た
．
十
二
月
二
十
二
日
・
函
右
日
報
は
、
次
の
ご
と

く
伝
え
て
い
る
．

　
　
阪
本
清
策
と
云
へ
る
人
が
、
政
談
演
説
を
せ
ば
や
と
「
大
臣
参
議
ノ
責

　
任
、
静
岡
警
察
署
諸
君
二
忠
告
ス
、
国
法
ハ
奉
戴
ス
可
シ
、
修
身
ハ
治
国
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
（
一
五
八
三
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
基
ヒ
」
の
四
題
に
て
、
会
主
前
島
専
平
と
云
へ
る
人
よ
り
来
る
廿
四
日
、
紺

　
屋
町
巴
座
に
て
開
場
せ
ん
と
届
け
出
た
れ
ど
、
第
一
第
二
の
両
題
は
認
可
せ

　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　
ら
れ
ざ
れ
ば
、
阪
本
氏
は
山
本
警
部
（
九
等
警
部
、
政
常
ー
手
塚
註
）
に
面
会

　
し
て
其
理
由
を
質
問
せ
し
か
ど
、
理
由
は
示
さ
れ
ざ
る
よ
し
に
聞
け
り
。

　
ま
た
、
同
月
二
十
四
日
、
東
海
暁
鐘
新
報
は
、
こ
の
演
説
会
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
今
明
日
の
両
夕
、
本
地
紺
屋
町
の
巴
座
に
開
か
る
』
所
の
政
談
演
説
会
の

　
弁
士
阪
本
清
策
、
前
島
専
平
の
両
氏
は
、
頗
ぶ
る
四
莚
を
驚
か
す
雄
弁
の
聞

　
へ
あ
れ
ば
、
聴
衆
座
外
に
溢
る
～
の
盛
大
な
る
、
敵
社
員
椚
が
演
説
の
遠
く

　
及
ぶ
所
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
但
恐
る
轍
社
同
姓
の
先
生
座
せ
ば
、
紛
ら
は
し

　
さ
に
、
人
々
が
過
ま
つ
て
又
中
止
で
も
く
つ
て
は
、
半
札
に
も
な
ら
ぬ
か
ら

　
と
躊
躇
し
て
、
拍
へ
も
し
た
ら
お
気
の
毒
さ
ま
、
見
た
や
う
な
と
は
，
他
の

　
痴
気
と
頭
痛
に
病
む
、
大
き
に
不
要
と
云
は
れ
る
だ
ろ
ふ
か
．

　
こ
こ
に
「
同
姓
の
先
生
」
と
あ
る
は
、
当
時
．
静
岡
に
お
い
て
著
名
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

民
権
運
動
家
、
東
海
暁
鐘
新
報
の
社
長
前
島
豊
太
郎
で
あ
る
．
こ
の
記
事
か
ら

推
測
す
る
と
、
前
島
専
平
は
、
前
島
豊
太
郎
一
派
と
は
別
派
行
動
を
採
つ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
．
こ
の
演
説
会
の
演
題
の
一
部
が
警
察
か
ら
認
可
さ
れ
な
か
つ

た
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
演
題
を
変
更
し
．
前
島
は
「
天
二

ロ
ナ
シ
人
ヲ
以
テ
云
ハ
シ
ム
ル
」
「
告
婦
女
子
」
、
阪
本
は
「
警
察
論
」
「
死
シ

テ
後
チ
止
マ
ン
」
「
置
兵
ノ
目
的
」
「
修
身
ハ
治
国
ノ
基
ヒ
」
な
ど
の
演
題
を
予

　
（
7
）

定
し
た
。
と
こ
ろ
が
，
第
一
日
目
す
な
わ
ち
二
十
四
日
、
前
島
の
演
説
は
な
に

ご
と
も
な
く
終
つ
た
が
、
次
の
阪
本
の
演
説
の
途
中
で
、
臨
検
警
察
官
か
ら
中

止
命
令
を
う
け
、
演
説
会
は
混
乱
し
た
．
そ
の
模
様
を
、
翌
二
十
五
日
・
函
右

八
六
　
　
（
一
五
八
四
）

日
報
は
、
次
の
ご
と
く
報
じ
て
い
る
．

　
　
昨
夜
紺
屋
町
巴
座
の
政
談
演
説
は
、
第
一
に
前
島
専
平
氏
の
演
説
は
何
な

　
く
済
み
、
阪
本
清
策
氏
の
演
説
中
途
に
し
て
、
監
臨
の
警
部
よ
り
中
止
解
散

　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
を
申
し
付
ら
れ
て
、
直
ち
に
警
察
署
へ
拘
引
さ
れ
た
り
。
監
臨
の
警
部
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
富
沢
六
等
警
部
（
終
吉
i
手
塚
註
）
に
高
木
十
等
警
部
（
光
久
ー
手
塚
註
）
、
外

　
に
巡
査
一
名
、
聴
衆
は
未
初
め
な
り
し
か
、
僅
か
百
四
五
十
名
に
過
ぎ
ざ
り

　
し
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
か
く
し
て
拘
留
さ
れ
た
阪
本
は
、
前
島
の
申
請
で
釈
放
さ
れ
た
が
、
同
月
二

十
七
日
、
静
岡
県
令
か
ら
県
下
に
お
い
て
三
ヵ
月
間
の
演
説
禁
止
の
命
を
う
け

（
n
）

た
。
阪
本
は
こ
れ
に
よ
り
静
岡
か
ら
立
ち
去
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
約
五
ヵ
月
、
前
島
の
動
静
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
し
て
十
五
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

中
旬
、
前
島
は
小
林
信
吉
と
組
み
、
清
水
に
お
い
て
演
説
会
を
開
い
た
．
こ
の

演
説
会
で
、
こ
ん
ど
は
前
島
の
舌
禍
事
件
が
起
つ
た
の
で
あ
る
．
五
月
十
九

日
、
静
岡
新
聞
は
、
こ
の
事
件
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
．

　
　
小
林
信
吉
、
前
島
専
平
両
氏
が
、
清
水
町
芳
村
亭
に
て
去
十
三
日
よ
り
三

　
日
間
．
政
談
演
説
会
を
催
さ
れ
、
初
二
日
間
は
無
事
閉
会
せ
し
が
、
三
日
目

　
な
る
去
十
五
日
の
夜
、
前
島
氏
は
「
狡
免
死
し
て
走
狗
烹
る
」
と
い
ふ
題
に

　
て
漸
次
説
出
し
た
る
に
、
梢
中
ご
ろ
に
至
り
て
は
言
語
過
激
に
流
れ
、
聴
衆

　
の
中
よ
り
も
頻
り
に
注
意
く
と
呼
れ
、
小
林
氏
も
後
の
小
陰
に
て
聞
く
に

　
得
堪
ず
、
冷
汗
を
流
し
、
こ
れ
も
余
程
注
意
せ
し
な
れ
ど
、
演
者
は
臆
す
る

　
色
な
く
尚
濱
々
と
弁
じ
居
た
り
し
に
ぞ
、
忽
ち
臨
監
の
警
部
よ
り
中
止
、
全

　
会
を
解
散
せ
し
め
ら
れ
、
翌
十
六
日
、
江
尻
警
察
署
に
て
一
応
取
調
べ
の

　
上
、
一
昨
日
、
当
井
の
宮
監
獄
署
に
拘
留
さ
れ
、
昨
日
は
当
軽
罪
裁
判
所
に



　
て
お
調
あ
り
し
と
ぞ
、
畢
寛
か
」
る
徒
は
如
何
な
る
こ
と
が
乗
興
に
触
る
』

　
や
、
夫
を
知
ら
ず
し
て
ウ
カ
と
演
説
す
る
も
の
な
れ
ば
、
・
て
の
精
神
に
於
て

　
ば
、
決
し
て
乗
輿
を
犯
さ
ん
と
せ
し
も
の
に
は
あ
ら
さ
る
べ
し
．
故
に
判
官

　
に
於
て
も
夫
等
に
注
意
あ
り
て
、
酌
量
さ
れ
た
き
な
り
と
い
ふ
人
あ
り
。

　
こ
の
記
事
は
、
前
島
に
同
情
的
で
あ
る
「
軽
罪
裁
判
所
に
て
お
調
」
と
あ
る

は
、
検
事
の
取
調
で
あ
ろ
う
．
そ
し
て
検
事
は
、
事
件
を
現
行
犯
と
し
て
取
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）

い
、
予
審
を
省
略
、
直
ち
に
公
判
を
請
求
し
た
と
思
わ
れ
る
（
始
鐸
舷
鱗
）
。
事

件
発
生
後
、
わ
ず
か
十
一
日
で
判
決
が
言
渡
さ
れ
、
そ
の
問
、
予
審
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
時
間
的
余
裕
は
な
か
つ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
前
島
の
演
説
で
、
問
題
に
な
つ
た
個
所
は
「
明
治
皇
帝
陛
下
ハ
…
－
国
会
ハ

明
治
二
十
三
年
ヲ
期
シ
テ
開
ク
ゾ
ヨ
ト
ノ
勅
諭
ヲ
垂
レ
サ
セ
給
ヘ
リ
」
「
遅
ク

ト
モ
明
治
十
六
年
ニ
ハ
開
ケ
ル
ノ
デ
ア
ル
其
レ
ヲ
斯
ノ
如
ク
ニ
十
三
年
ノ
遠
キ

ニ
延
ハ
シ
タ
ル
ハ
何
人
ノ
仕
業
ナ
ル
欺
恐
ク
ハ
皇
帝
陛
下
ノ
叡
慮
ヨ
リ
出
テ
タ

ル
モ
ノ
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
」
「
皇
帝
陛
下
ノ
妨
ケ
ヲ
為
ス
モ
ノ
ア
リ
ト
思
考

ス
」
と
述
べ
た
点
で
あ
る
。
前
島
は
、
世
の
中
の
「
急
進
軽
忽
」
の
者
の
中
に

は
「
此
様
ナ
コ
ト
ヲ
云
フ
モ
ノ
ア
ル
ガ
在
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
上
言
ハ
ソ
」
と
し
た

際
、
演
説
中
止
に
な
つ
た
も
の
と
弁
解
し
た
が
、
裁
判
所
は
そ
れ
を
み
と
め
な

か
つ
た
の
で
あ
る
（
談
翻
決
）
．

　
判
決
の
言
渡
は
、
同
月
二
十
六
日
で
あ
つ
た
．
裁
判
長
は
、
判
事
松
岡
康

孝
、
立
会
検
事
は
高
津
雄
介
で
あ
る
．
五
月
三
十
日
、
時
事
新
報
は
、

　
　
岳
南
自
由
党
員
前
島
専
平
氏
は
、
先
般
駿
州
清
水
港
の
劇
場
に
て
演
説
せ

　
し
節
、
言
、
乗
輿
に
触
れ
た
る
を
以
て
、
去
る
廿
六
日
、
静
岡
軽
罪
裁
判
所

　
に
於
て
、
重
林
示
鋼
三
ヶ
月
罰
金
二
十
円
監
視
六
月
を
申
渡
さ
れ
た
り
．

　
　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
泊
後
の
不
敬
罪
事
件

　
と
報
じ
て
い
る
．
前
島
が
こ
の
判
決
に
服
罪
し
た
か
、
そ
れ
と
も
上
告
し
た

か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
．
比
較
的
軽
い
刑
で
あ
つ
た
か
ら
、
お

そ
ら
く
上
告
し
な
か
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
な
お
後
考
に
待
ち
た
い
．

　
前
島
の
出
獄
後
の
動
静
も
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
は
明
治
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
焉
）

十
八
年
七
月
六
日
に
逝
去
し
た
。
享
年
三
十
六
歳
で
あ
る
。

　
（
1
×
2
）
　
静
岡
市
役
所
の
除
籍
謄
本
に
よ
る
．

　
（
3
）
明
治
十
四
年
九
月
二
十
八
日
・
函
右
日
報
は
．
阪
本
清
策
は
「
山
梨
県
下
に
於

　
　
て
劇
烈
演
説
の
称
誉
あ
り
し
」
「
十
八
歳
の
少
年
」
で
「
去
年
中
、
山
梨
県
下
に
於

　
　
て
．
日
本
国
の
富
且
強
な
る
を
欲
せ
ば
、
大
臣
参
議
十
二
名
勇
退
す
可
し
と
論
じ
、

　
　
遂
に
一
年
間
、
同
県
下
に
於
て
政
談
演
説
禁
止
を
申
付
ら
れ
」
「
今
般
私
用
あ
り
て

　
　
豆
州
下
田
に
往
来
の
途
次
」
に
静
岡
へ
立
寄
つ
た
と
、
報
じ
て
い
る
。

　
（
4
）
集
会
条
例
第
一
条
政
治
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
講
談
論
議
ス
ル
為
メ
公
衆
ヲ
集
ム

　
　
ル
者
ハ
開
会
三
日
前
二
講
談
論
議
ノ
事
項
講
談
論
議
ス
ル
人
ノ
姓
名
住
所
会
同
ノ
場

　
　
所
年
月
日
ヲ
詳
記
シ
其
会
主
又
ハ
会
長
幹
事
等
ヨ
リ
管
轄
ノ
警
察
署
二
届
出
テ
其
認

　
　
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

　
　
　
こ
の
規
定
に
よ
り
、
演
説
会
の
演
題
は
警
、
ロ
察
の
認
可
事
項
で
あ
つ
た
。

　
（
5
）
　
明
治
十
四
年
九
月
「
官
員
録
」
・
二
三
二
枚
表
．

　
（
6
）
前
島
豊
太
郎
は
、
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日
、
静
岡
裁
判
所
で
課
誘
律
違

　
　
反
に
問
わ
れ
、
禁
獄
三
年
罰
金
九
百
円
の
宣
告
を
う
け
た
．
同
年
十
月
八
日
、
静
岡

　
　
小
川
座
に
お
い
て
行
つ
た
演
説
「
事
物
変
遷
論
」
の
中
に
「
乗
輿
ヲ
諌
諺
ス
ル
」
言

　
　
葉
が
あ
つ
た
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
．
本
文
に
引
用
し
た
十
二
月
二
十
四
日
・
東
海

　
　
暁
鐘
新
報
の
記
事
の
中
に
「
又
中
止
で
も
く
つ
て
は
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
小

　
　
川
座
の
演
説
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
前
島
の
舌
禍
事
件
に
つ

　
　
い
て
は
、
拙
稿
「
灘
諺
律
を
巡
ぐ
る
二
つ
の
大
審
院
判
例
ー
明
治
法
制
史
料
拾
遺

　
　
（
4
）
1
」
・
本
誌
第
四
二
巻
一
一
号
七
四
頁
以
下
参
照
。

　
（
7
）
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
・
函
右
日
報
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
（
一
五
八
五
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

、
8
）
　
集
会
条
例
第
六
条
に
よ
る
解
散
で
あ
る
。
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
1
0
・

本
誌
前
号
七
六
頁
参
照
．

る
）
　
前
掲
官
員
録
二
…
三
枚
表
裏
．

（
1
0
）
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
・
函
右
日
報
。

（
11
）
　
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
・
東
海
暁
鐘
新
報
。
地
方
長
官
の
演
説
禁
止
に

　
つ
い
て
は
、
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
1
2
・
本
誌
前
号
七
六
頁
参
照
。

（
1
2
）
小
林
信
吉
は
後
ち
の
東
海
暁
鐘
新
報
の
編
集
人
で
あ
る
が
、
そ
の
経
歴
に
つ
い

て
．
私
は
全
く
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

（
1
3
）
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
妬
・
本
誌
前
号
七
七
頁
参
照
。

（
皿
）
後
掲
判
決
書
の
中
に
、
「
予
審
云
5
の
文
言
が
み
え
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ

　の

傍
証
で
あ
る
。

（
15
）
　
前
掲
除
籍
謄
本
に
よ
る
。

前
註
　
こ
の
判
決
書
は
、
明
治
十
五
年
五
月
二
十
九
日
・
函
右
日
報
所
載
の
も
の
に
よ

　
る
。
因
み
に
現
在
の
静
岡
地
方
検
察
庁
に
は
、
こ
の
事
件
の
判
決
正
本
は
保
管
さ
れ

　
て
い
な
い
。
戦
災
を
う
け
た
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

裁
判
言
渡
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
岡
県
駿
河
国
有
渡
郡
古
庄
村
三
十
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
民
当
今
静
岡
呉
服
町
一
丁
目
九
番
寄
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
島
　
専
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
廿
三
年
五
ケ
月

右
之
者
儀
天
皇
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
事
件
ノ
公
訴
二
付
審
問
ヲ
遂
ク
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

処
被
告
前
島
専
平
ハ
明
治
十
五
年
五
月
十
六
日
夜
駿
河
国
有
渡
郡
清
水
町
人

寄
席
二
於
テ
為
シ
タ
ル
政
談
演
説
二
吾
明
治
皇
帝
陛
下
ハ
畏
ク
モ
客
歳
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
（
一
五
八
六
）

中
国
会
ハ
明
治
二
十
三
年
ヲ
期
シ
テ
開
ク
ゾ
ヨ
ト
ノ
勅
諭
ヲ
垂
レ
サ
セ
給
ヘ

リ
然
ル
ニ
一
十
三
年
杯
ト
其
様
二
永
ク
遅
ク
ト
モ
明
治
十
六
年
ニ
ハ
開
ヶ
ル

ノ
デ
ア
ル
其
レ
ヲ
斯
ノ
如
ク
ニ
十
三
年
ノ
遠
キ
ニ
延
ハ
シ
タ
ル
ハ
何
人
ノ
仕

業
ナ
ル
敷
恐
ク
ハ
皇
帝
陛
下
ノ
叡
慮
ヨ
リ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ

シ
乃
チ
皇
帝
陛
下
ノ
妨
ケ
ヲ
為
ス
モ
ノ
ア
リ
ト
思
考
ス
因
テ
吾
輩
ハ
ニ
十
三

年
ハ
扱
テ
置
キ
来
ル
十
六
年
ニ
モ
開
ヒ
テ
欲
シ
杯
ト
陳
ヘ
シ
ハ
当
今
急
進
軽

忽
ノ
徒
力
動
モ
ス
レ
ハ
法
律
二
触
ル
X
二
依
リ
駁
撃
ス
ベ
ク
ト
存
シ
自
分
ノ

想
像
ヲ
述
べ
此
様
ナ
コ
ト
ヲ
云
フ
モ
ノ
モ
ア
ル
ガ
在
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ゾ
ト
言
ハ

ン
ト
為
シ
玉
ガ
充
分
論
旨
ノ
結
局
二
至
ラ
ス
シ
テ
差
留
メ
ラ
レ
タ
リ
自
分
ハ

明
治
十
六
年
二
国
会
開
設
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
ノ
念
慮
ア
ル
ニ
ア
ラ
ス

且
聖
詔
モ
ア
レ
ハ
万
々
早
急
ヲ
争
フ
カ
如
キ
コ
ト
ハ
無
之
旨
弁
護
ス
ト
難
モ

該
演
説
ノ
主
意
ハ
弁
護
ノ
趣
ト
符
合
セ
ス
働
テ
被
告
人
力
吾
明
治
皇
帝
陛
下

ハ
畏
ク
モ
客
歳
十
月
中
国
会
ハ
明
治
二
十
三
年
ヲ
期
シ
テ
開
ク
ゾ
ヨ
ト
ノ
勅

諭
ヲ
垂
レ
サ
セ
給
ヘ
リ
云
々
恐
ク
ハ
皇
帝
陛
下
ノ
叡
慮
ヨ
リ
出
テ
タ
ル
モ
ノ

ニ
ア
ル
マ
ジ
云
々
ト
陳
ベ
タ
ル
ハ
則
チ
天
皇
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
モ
ノ

ト
認
定
ス
是
ヲ
以
テ
刑
法
第
百
十
七
条
二
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ

所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円

以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
ト
ア
ル
ニ
依
リ
被
告
前
島
専
平
ヲ
重
禁
鋼
三
月
二
処

シ
罰
金
二
十
円
ヲ
附
加
シ
且
刑
法
第
百
二
十
条
二
照
シ
六
月
ノ
監
視
二
附
ス

者
也

　
　
静
岡
軽
罪
裁
判
所
二
於
テ
検
事
高
津
雄
介
立
会
ノ
上
言
渡
ス

　
　
　
　
　
　
（
註
3
）

　
　
明
治
十
五
年
五
月
廿
六
日
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書
記
　
高
瀬
　
又
雄

註
－
　
伽
掲
函
右
日
報
の
記
事
に
は
、
こ
㊤
］
．
一
・
葉
が
ぬ
け
て
い
る
が
、
手
塚
が
補
充
し

　
　
た
。

註
2
　
木
文
に
引
用
し
た
五
月
十
九
日
・
静
岡
新
聞
の
記
事
で
は
「
十
五
日
の
夜
」
と

　
　
あ
る
（
本
誌
六
五
頁
参
照
）
。
一
応
、
こ
れ
を
信
用
し
、
判
決
書
の
記
事
は
、
函

　
　
右
日
報
の
誤
殖
と
考
え
た
い
。

註
3
　
前
掲
記
事
に
は
、
こ
の
「
五
月
」
の
文
字
が
脱
落
し
て
い
る
が
、
手
塚
か
補
充

　
　
し
た
．明

治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
畢
事
律

八
九
　
　
（
一
五
八
七
）


